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口頭弁論終結日

更正処分取消等請求事件

令和 5年12月27日

川
リ半 決

5
 

原 告

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護士

同 澤

10 東京都千代田区霞が関 1丁目 1番 1号

被 告

同代表者法務大臣 ・

処

15 同

分

指

1
.
2
 

行 政

定代

主

理

庁

人

・濱

小

国

小

・下

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

京

泉

税

好

和

龍

務．

正

哲

拓

司

署長

治

別紙指定代理人目録記載のとおり

文

20 第1 請求

下京税務署長が令和2年6月24日付けで原告に対してした、．

ー

｀
ぃ

平成26年4月 1日から平成27年3月31日までの事業年度の法人税の更

正処分のうち、翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 1億 0848万 58 5. 5 

“
 

25 2
 

円を下回る部分 ． 

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更

正処分のうち、欠損金額マイナス 87 1.2万5,460円を超える部分及び翌期

ー
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へ繰り越す欠損金又は災害損失金1億95 6 1方13 1 5円を下回る部分

3 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税の更

・のうち、翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 1億88 7 3万92 2 2 
円を下回る部分

5
 
4
 
平成 29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の法人税の更

正処分のうち、所得金額 18 5 7万65.8 9円を超える部分及び納付すべき法

人税額367万3700円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定及び

5
 

10 

. 6 

15 7
 

重加算税賦課決定

平成29年4月 1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法

人税の更正処分のうち、．納付すべき地方法人税額16万16 o・o円を超える部

分並びに過少申告加算税賦課決定及び重加算税賦課決定

平成26年4月 1日から平成27年3月3 1日までの課税期間の消費税及び

地方消費税の更正処分のうち、差引納付すべき消費税額0円を超える部分及び

差引納付すべき地方消費税額0円を超える部分並びに重加算税賦課決定

平成27年4月1日から平成28年 3月31日までの課税期間の消費税及び

地方消費税の更正処分のうち、差引納付すべき消費税額マイナス12 2万84 

8
 

0 0円を超える部分及び差引納付すべき地方消費税額マ｀イナス 3・3万13 0 

0円を超える部分並びに重加算税賦課決定

平成28年4月1日から平成2・9年3月3・1日までの課税期間の消費税及び

20 地方消費税の更正処分のうち、差引納付すべき消費税額20 9 2万18 0 0円
を超える部分及び差引納付すべき地方消費税額 56 4万55 0 0円を超える

｀ ，
 

..,, 

25 

部分並びに重加算税賦課決定

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税期間の消費税及び

地方消費税の更正処分のうち、差引納付すべき消費税額28 9 6万4900円

を超える部分及び差引納付すべき地方消費税額78 1万59 0 0円を超える

部分並びに重加算税賦課決定

2-
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をいずれも取り消す。

第2 事案の概要

本件は、原告が、平成27年3月期（平成26年4月1日から平成27年3

月31日までの事業年度をいい、他の事業年度、課税事業年度又は課税期間も

5 ・ 同様に表記する。）から平成30年3月期までの各事業年度（以下「本件各事業

年度」という。）の法人税、平成3,0年3月期の課税事業年度（以下「本件課税

事業年度」という。）の地方法人税（以下、法人税と地方法人税を併せて［法人

税等」という。）並びに平成27年3月期から平成3.0年3月期までの各課税期

間（以下「本件各課税期間」といい、本件各事業年度及び本件課税事業年度と

10 併せて「本件各期間」という。）の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」と一

いう。）について、①ー等に対する市場調査費（以下「本件

調査費」という。）を業務委託料等として計上し、②-委

員会に対する月額会費（以下「本件会費」という。）を協同組合費として計上し、

③組合業務に専従する従業員の給与等（以下「本件専従期間給与等」といい、

15 本件調査費及び本件会費と併せて「本件各金員」という。）を費用として計上す

20 

｀ 

るなどして申告したところ、下京税務署長から、これらはいずれも寄附金の額

に該当するとして、本件各金員は法人税に関する損金の額に算入することがで

きず、また、本件調査費及び本件会費については消費税に関する課税仕入れに

係る支払対価の額と認めることができないなどとして、令和 2年6月24日付

けで以下の(1)ないし(5)の各処分を受けたことから、これらの各処分（上記各

更正処分については各申告額を超える部分）の取消しを求める事案である（以

下、以下の(1)、(2)及び(4)の各処分を「本件各更正処分」といい、以下の(3)

，及び（5）の各処分を「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と併せて「本

件各処分」という。）。

25 (1) 平成 27年3月期から平成 29年 3月期までの各事業年度の法人税の各

更正処分

3
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(3) 

(2)平成 30年 3月期の法人税等の更正処分 ． ． 

平成30年 3月期の法人税等の過少申告加算税及び重加算税の各賦課決

定処分

平成27年 3月期から平成30年 3月期までの各課税期間の消費税等の

5
 

(4) 

各更正処分

(5) 平成 27年 3月期から平成30年3月期までの各課税期間の消費税等の

1•` 

重加算税の各賦課決定処分 ・

関係法令の定め

10 

(1)法人税に係る所得の金額の計算に関する定め

内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該

事業年度の損金の額を控除した金額とされている（法人税法22条1項）。そ

15 

して、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額

に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は

無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取

引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とされている（同

条2項）。また、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上：当該事業年度の

損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度

の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額（同条 ，

のほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用

費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。）．

の額（同項 2号）等とされている。 ・

3項 1号） （償却・

20 

(2)寄附金に関する定め

内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その

内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の

25 金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金

額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入さ

r 

4 
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れない（法人税法37条1項）。そして、寄附金の額は、寄附金、拠出金、見

舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の

10 

資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の

額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利

5 益のその供与の時における価額によるものとされている（同条7項）。

(3)課税仕入れ及び仕入れに係る消費税額の控除に関する定め

ア 消費税法2条1項（平成 27年9月30日以前については、平成27年

法律第 9号による改正前のものをいう。以下同じ。） 1 2号は、課税仕入れ

とは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受

け、．．又は役務の提供（所得税法28条 1項（給与所得）に規定する給与等

を対価とする役諮の提供を除＜。）を受けること（当該他の者が事業として

当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとし

た場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、消費税法7条1

15 

項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び同法8条1項その他の法

律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。）をい

う旨定める。

イ 事業者（同法 9条1項本文の規定により消費税を納める義務が免除され

る事業者を除く。）が、国内において行う課税仕入れ（平成27年9月 30 

日以前に事業者が国内におぃて行う課税仕入れは平成27年法律第9号に

20. よる改正前の消費税法30条 1項1号に定めるものをいい、同年 10月 1

日以後令和元年 9月30日以前に事業者が国内において行う課税仕入れは

平成 27年法律第 9号による改正後の平成24年法律第 68号の 3条の規

定による改正前の消費税法30条1項1号に定めるものをいう。）は当該課

税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額（消

25 費税法4,5条1項2号）から、当該課税期間中に国内において行った課税

仕入れに係る消費税額（当該課税仕入れに係る支払対価の額に 10 8分の

5
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6. 3を乗じて算出した金額をいう（平成 27年法律第 9号による改正後

の平成24年法律第68号の 3条の規定による改正前の消費税法30条 1

項1号に定めるものをいう。）。）につき課された又は課されるべき消費税

額（附帯税の額に相当する額を除く。）の合計額を控除する（以下「仕入税

（同法30 条 1• 項 1 号）。額控除」 とVヽう。） こととされている

上記課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額（対価

として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利

その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若

しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課さ

10 

15 

れるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消

費税額（これらの税額に係る附帯一税の額に相当する額を除く。）に相当する

額がある場合には、当該相当する額を含む。）をいう（同条6項）。

(4)重加算税に関する定め

国税通則法（以下「通則法」という。） 65条 1項（過少申告加算税）の規

定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計

算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、

20 

25 

又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者

'に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎とな

るべき税額（その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装され

ていないものに基づくことが明らかでぁるものがあるときは、当該隠蔽し、

又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計

算した金額を控除した税額）に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となる

べき税額に 10 0分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税

を課するとされている（通則法68条1項。ただし、平成28年12月31. 

日以前に法定申告期限が到来する国税については、平成28年法律第 15号

による改正前のものをいう。以下、同条について同じ。）。

6
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前提事実（当事者間に争いのない事実及び顕著な事実並びに後掲の証拠及び・

弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1) 当事者等 ・

ア 原告及び原告の役員等

5
 

（ア）原告は、 （以下「一」

材の製造販売等を目的として

社である。

ということがある＇、。）等の建．
．、一

に設立された株式会

10 

原告の事業年度は、毎年4月1日‘から翌年3月31日までの間である。

，・ ・（乙 1・の 1の1、乙 6、弁論の全趣旨）

(イ)-（以下「原告前代表者」という。）は、
. -

原告の代表取締役に就任し、 に退任した。その後、 ．

同人の子である-（以下「原告代表者」という。）が、一

9 -、原告の代表取締役に就任し、以後、同人が原告の代表取締

役を務めている （乙 1の1の1 • 2)。

15 (り)-（以下一元取締役」という。）は、

までの間及び

までの間、原告の取締役であった者である

から．． 
（乙 1の

1の2)。

(エ)- （以下一」という。）

ーは、平成29年3月頃までに一労働組合一

（以下「本件労組」という。）に加入し一を分会長とす

は、原告の従業員である。

20 

る本件労組の

成された（乙20)。

分会（以下「本件分会」という。）が結

イ

25 

協同組合

協同組合（以下「本件協同組合」という。）は、．

の共同販売等の事業を目的として に設

7
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立された事業協同組合（中小企業等協同組合法3条1号）

の4)。

である （乙 1

・（イ）本件協同組合の出資者（組合員）は、平成28年3月3 1日当時、原

告のほか、

5
 

（以下「一」＿ 
」とVヽう。）、

としヽう。）、

10 

一（以下「一」という。）、

（以下「＇~」

（以下「一」といい、

を「一代表者」

(り)-は‘•

（以下「

としヽう。）、

の代表取締役である-

という。）であった（乙 1の6、乙 2)。

ーに-の製造販売等を目的

として設立された株式会社であるが、-’、同じ<・・・・l
ーの製造販売等を目的とする一（以下 r-

■」という。）から事業譲渡を受けて、本件協同組合の出資者たる地位を
含めその事業を引き継いだ（以下、·|~と

■」という。）。なお、一の代表取締役t
■日以降、-（以下「-」という。）が務めており、一tま、本
件協同組合の理事でもあった。（甲 30、乙 1の2・3、乙 2、

(ェ)-には、 本件協同組合のほかにも複数の協同組合が存在するが、本

を併せて「・・

15 

5) 

20 

件協同組合、

I,,ヽう。）、

協同組合（以下「-」．と

協同組合及び

合が中心となって活動し、一には、

協同組

これらの 4つの協同組合が統

ウ

25 社は、

協同組合が設立された （甲・26~3 0)。

、一、一及び-■の6
委員会（以下「本

件委員会」という。）を設立した（以下、上記6社を「加盟6社」というこ

8
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とがある。）。本件委員会の委員長は、設立以降、一が務めていた。（甲 1・

乙3、6)2、

5
 

本件委員会の規約には、本件委員会が、一地区の-業界の安定的

な発展と労働者の福祉の向上を図るため、環境整備に係る事項に関する意

見交換、，連絡協議、その他必要な活動を行うことを目的として設立された

ものであり＇、同目的を達成するために、環境整備に係る事業、労働福祉に

係る事業、労使間の紛争予防に係る事業、その他これらの事業に付帯する

事業を行う旨の記載がある（なお、本件委員会の活動実態については、当

10 

事者間に争いがある。） （甲 13)。

(2) の廃業等

・ア 本件協同組合、原告、一、

労組は、平成26年9月1日、一般貨物自動車運送事業等を目的とする・

日及び と本件

その旨の協定書を作成し

15 

の廃業問題について、次の内容を含む合意をし、

た（以下、当該協定書を「本件協定書」といい、本件協定書に係る協定を

「本件協定」という。乙 8)。なお、本件協定書に調印したのは、原告、'’

ー、一及び-と本件労組である（以下、本件協

、一及び-'を併せて「調定に調印した原告、

印4社」

20 （ア）

、25

という。）。

（以下「

（イ）正社員（組合員）

J
 
という。乙 1の5)

を廃止し、その正社員（組合員）

に移籍する。

7名中 1名については、

7名中 6名を・・

に移籍し、賃金

＇等は調印 4社の均等割りで負担する。なお、調印 4社の中に、破産、倒

産、閉鎖ないし廃業となったものがある場合には、その余の他社の均等

割りとする。

（ウ）協定書の調印は、調印 4社で行うが、本件協定の履行責任は、本件協・

，
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同組合にもあり、調印 4社に限定したものではないことを確認する。

イ

、ウ

、解散した（乙 1の5)。

の従業員であった·’~（以下「·

5
 

10 

■」という。）は、本件協定に基づき一に移籍し、遅くとも平成2
7年以降、-'奈から給与の支払を受けた（乙11 ~弁論の全趣旨）。
ェーは本件労組の副執行委員長であり、＇~には、．

の製造販売等を目的とする'-（以下「1
ー」という。）、の取締役に就任した。'・・は、

■、一地区にあ4』-協同組合の一らと一、．
の調達を担う···'··l~して­

の一9で本件労組の 一とともに・され、

の施工現場において一らにもこ,1
 

24、

15 

として

乙15)。・

されるなどした（甲17、

(3)本件調査費の支払

ア 原告は、平成26年10月23日から平成30年3月22日までの間、

ー 等に対し、市場調査の名目での請求書に基づき、別紙 1の「支出年

20 

月日」襴記載の各日に、「支出金額」欄記載の各金額を一等の預金口座

に送金した。また、＇~毎月

上記「支出金額」欄記載の各金額と概ね同額を一等の預金口座に送金

した。（乙12~1 4、

ィ

3 2) 

原告は、総勘定元帳において、本件調査費を別紙 1の「計上年月日」欄

記載の各日において、同「計上金額」 ．欄記載の各金額を同「計上科目」欄

• 25 ゥ

記載の各科目のとおり計上した（乙 12)。

原告は、平成30年11月26日頃、一に対し、同日付け解除通知

書（以下「本件解除通知書」といぅ。） を発出した。本件解除通知書には、

10 
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「弊社（原告） は貴社（一）に市場調査を依頼しておりましたが、平

5
 

成27年5月より本日に至るまでの間全く市場調査の報告を履行されてお

られません。それにも拘わらず；弊社（原告）は、その間、調査費用を支

払って参りました。このような不合理な状況は継続させる正当な理由はあ

りません，よって、弊社（原告）は貴社 （一）

ただきます。」

(4)本件会費の支払

原告は、平成2,8年1・2月から平成30年4月までの間、本件委員会かア

10 

ィ

との記載がある。（甲 11) 

への支払を止めさせてい ・

15 

載の各日において、同「計上金額」欄記載の各金額を協同組合費として計

く 上した ・（乙16)。・ • 

(5)本件専従期間給与等の支払

ア

らの各請求書に基づき、月額会費の名目で、別紙 2の「支出金額」欄記載、

の各金額を本件委員会名義の預金口座に送金した（乙 16~1 8) 

原告は、総勘定元帳において、本件会費を別紙2の「計上年月日」欄記

・下「本件専従期間」

20 

ィ

25 

ーま、平成29年 6月16日から平成30年 3月31日までの期間（以

という。）、原告の事業所に出勤することなく本件労組

が使用する事務所で業務を行っており（なお、一が本件専従期間におい ・

て行っていた業務の内容及びその評価には争いがある。）、原告の出退勤管

理に使用される1 -」に「組合用務」の押印をしていた。

原告は、本件専従期間において、 ・・lの勤務管理や業務に係る指揮命令
はしていなかった。 ‘ 

（乙21、原告代表者、弁論の全趣旨）

原告は、一の本件専従期間に係る給与、各種手当並びに健康保険料、

厚生年金保険料、介護保険料及び雇用保険料の事業主負担額（本件専従期

間給与等）について、別紙3の「支出金額」欄記載の各金額を支出し、平

成30年3月期事業年度に係る費用として計上した。（乙 22) 

11 
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(6)本件各処分に至る経緯

ア．
0 

確定申告

原告は、本件各期間の法人税等及び消費税等について、いずれも法定申

5
.
 

告期限までに、 ・下京税務署長に対し、別表 1-1から 1-3までの各「確

定申告」欄記載のとおり、それぞれ申告した。

その際、原告は、①本件調査費について本件各事業年度において別紙1

のとおり業務委託料等として計上した額をいずれも損金の額に計上し、消

費税等の確定申告において、上記のとおり業務委託料等として計上してい

10 

15 

た金額の全てを課税仕入れに係る支払対価の額に含め、②本件会費につい

て平成29年3月期及び平成 30年3月期の各事業年度において別紙2の

．とおり協同組合費として計上した金額をいずれも損金の額に計上し、消費

税等の確定申告において、上記のとおり協同組合費として計上していた金

額の全てを課税仕入れに係る支払対価の額に含め、③本件専従期間給与等

について、平成30年3月期事業年度において別紙3のとおり費用として

計上した金額のいずれも損金の額として計上し、消費税等の確定申告にお

いて、上記のとおり費用として計上していた額の全てを課税仕入れに係る

支払対価の額に含めていた。

イ

（乙 23の1~ 4、
更正請求

20 

、

乙24の1~4) 

25 

原告は、平成28年7月4日、下京税務署長に対し、平成27年 3月期

課税期間の消費税等について、別表1-3「更正の請求」欄記載のとおり、

本件共同組合に対する数量賦課金、数量調整金及び特別賦課金について課

税仕入れに係る支払対価であるにもかかわらず当該賦課金全額を非課税取

引に係る支払対価としていたとして、更正の請求をした（乙25)。

下京税務署長は、同月 26日、別表1-3 「更正処分（更正の請求）」欄

記載のとおり、原告の上記更正の請求に対し、原告の請求を認める旨の更

12 
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原告は、平成28年 7月20日、平成27年3月期及び平成28年3月

期の法人税等について、別表 l-1の「修正申告」欄記載のとおり、修正

5 ・ ． 申告をした（乙 26の1 • ・2)。・

エ．更正処分

下京税務署長は、令和 2年 6月24日、本件各期間の法人税等及び消費

税等について、それぞれ別表 lr-1から1-3までの各「更正処分等（質

問検査）」欄記載のとおり、 ．本件各処分をした（甲 1~9)。

10 (7)本件訴えの提起等

15 

ア 原告は、令和 2年9月10日、国税不服審判所長に対し、本件各処分の
全部取消しを求めて審査請求をした（乙 28)。

国税不服審判所長は、令和3年9月6日、原告の上記審査請求を棄却す

る旨の裁決をした（甲 10)。
イ 原告は、令和4年2月8日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。

3 本件各処分の適法性に関する被告の主張

別紙「被告の主張する本件各処分の適法性」記載のとおりである。

なお、原告は、本件訴訟において、後記4の争点に関する部分を除き、その

計算の基礎となる金額及び計算方法を争っていない。

20 . • 4．争点

(1)本件各金員の寄附金該当性の有無（争点1)

(2)本件調査費及び本件会費の課税仕入れに係る支払対価該当性の有無（争点

.. • 2) 

（3)重加算税賦課の可否（事実の隠蔽又は仮装の有無） （争点 3)

25 5 争点に関する当事者の主張

(1)争点 1 （本件各金員の寄附金該当性の有無）

.13 



0 0 ( :• 

o • o c o o 
9 F o o o o. 0 

0. f9 
n o ~ ..,. 
n o ^ 

9, • . b ^ 
. . .' 

nv 

（被告の主張）

ア 法人税法37条7項に定める「寄附金の額」 とは、民法上の贈与に限ら

5
 

れるものではなく経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡

又は経済的利益の供与といい、これは金銭その他の資産又は経済的な利益

を対価なく他に移転することであり、その行為について通常の経済取引と

して是認することができる合理的な理由が存在しないものをいう。

イ 本件労組の活動等について

10 

原告は、本件各金員の支払につき、本件労組の活動や原告と本件労組と ・

の関係が影響していると主張する。

しかし、本件では、本件各金員が、「寄附金の額」に該当するか否かを検

討すれば足り、本件労組の活動や原告と本件労組との関係を論じる必要性

はない。

15. 

20 

そして、仮に本件労組の活動等が背景にあるとしても、本件労組による

コンプライアンス啓蒙活動と称する活動は、原告が主張するような-

・-し）製造・販売業界全体のコンプライアンスの向上を図るためのも

のではなく、事業者に対する妨害行為、嫌がらせ行為である。

原告は、本件各金員は本件労組が原告の企業活動を妨害する行為に出な

いようにするための解決金の性質を有すると主張するところ、このような

性質の金員は、本件労組が原告の企業活動等を違法に妨害しないことの対

価であって公序良俗に反する支出である。そうすると、本件各金員の支払 ．．

は、法人税法の損金に該当せず、ましてや上記のような事情は、経済的合

ウ

，理性を有する支出であることの理由付けとなる事情にも当たらない。

本件各事業年度の損金の額に算入した本件調査費について

25 

（ア）本件調査費ほ、市場調査費という名目で一 等に支払われたもので

あるが、原告代表者が、名目上は市場調査となっているものの、実際に

は本件労組の副委員長である- の給与相当分を一 と原告その他の

14 



o. n . r, ． 
' 0 0 0 0,0 

9 c o o o o • O 

0 6 
~ 0 . 

" "' 0.  
a "' .. " 
Q O ' " 

＇ c o o 

5
 

10 

2社で分割して負担するものであると述べ、一元取締役も原告代表者

と同趣旨の供述をし、かつ、市場調査というのはでたらめで税務署対策

・ーである旨述べ、一も本件協定書に基づい，て本件労組の専従者 1名、す

なわち一の給与相当額を一と原告その他2社で4等分して負担し

ているものである旨述べている。そして、原告代表者らの上記供述は、

いずれも本件協定書の内容と整合し、かつ、一等が一に対して給

与を支払うようになった時期も本件協定締結後の平成27年度からであ

り、これらの供述からすれば、本件調査費は、市場調査費という名目に

仮装して、実際には本件協定により原告が負担することとなった一の

給与分の金銭であり、これを一に振り込んだものというべきである。

原告は、本件調査費は、原告が~等との間で締結した市場調査業

務に係る業務委託契約（以下「本件業務委託契約」という。）を締結．して

おり、一等に対する本件調査費の支払は、本件業務委託契約に基づ

くものであると主張する。しかし、原告は、一等に何ら市場調査業

15 務を依頼しておらず、また一等も何らかの市場調査業務を行わず、

原告に対する報告もしていないことからすると、本件業務委託契約はそ

このことは、原告が本件

20 

の実態のないものであったというべきである。

解除通知書において、平成27年5月以降、市場調査の報告を履行して

いない旨記載していることからも裏付けられている。

上記のとおり、本件調査費は、原告が-等に対して委託した市場

調査の対価として支払われた費用ではな<、・・'の給与相当分のうちの

原告負担分であるところ、原告が-等の従業員である一の給与を

25 

負担すべき理由はない。

したがって、原告が・・の給与相当分を支払う行為について通常の経

済取引として是認することができる合理的理由は存在せず、経済的にみ

て贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡又は経済的利益の供与に当

15 
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だるから、本件調査費は寄附金の額に該当する。

（イ）原告の主張について

原告は、- が自身が役員を務める が属する

5
 

しかし、

10 

15 

の顧客の一部を原告に紹介しており、本件業務委託契約に基づく市場調

査業務が履行されていたと主張する。

そもそも新規顧客の獲得は市場調査の目的ではあり得ても、

顧客のあっせん業務は市場調査業務に当たらない。この点を措くとして

も、実際にあっせん業務がされているのであれば、報告に代わる顧客の

紹介がされているはずであるが、原告が- 等に宛てた本件解除通知

書には、全く市場調査の報告を履行していない旨の記載があり、矛盾し、

原告が本件調査費の支払をすること 9で新規顧客を獲得できたことを示す

証拠はない。また、本件調査費の支払は、遅くとも平成26年10月2

3日であるが、・■が一 の取締役に就任したのu -

であり、本件業務委託契約締結時において一 は原告のいう

市場調査業務を行う立場になく、市場調査業務を実際にすることができ

るか否かが不確定であるにもかかわらず、本件業務委託契約を締結した

ことになり、不自然である。さらに、この点を措くとしても、一 4・
ー の取締役としての立場で原告に対し顧客の紹介をしたと評価

するのが合理的であり、 一 等による役務の提供に当たらない。

20 工 平成29年3月期及び平成30年3月期の各事業年度の損金の額に算入

奮した本件会費について ． 

（ア）本件委員会は活動実態のない団体であり、本件会費が寄附金の額に当

25 

たること

原告代表者は、本件委員会が本件労組に対する組合対策費（以下「労

組対策費」という。）を捻出するために設立された団体であると述べ、■
■元取締役も、本件会費が実際は労組対策費であり、本件委員会自体は

16 
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実体がない旨述べ、し 代表者も同旨の供述をしていた。これら

一の取締役工場長兼統括部長であった一取締 ・
．役（以下「・・取締役」という。）が、本件労組に対して支払う金員につ

き、法人税の負担を軽減されるとともに、各事業者において本件労組に

の供述は、

5・

10 

支払うことの煩わしさを回避するために便宜的に設立された団体である

旨述べていることとも整合する。

そして、本件委員会については設立総会議事録、総会に関する臨時総

会議事録及び平成29年 10月期及び平成30年 10月期の各決算報告

書が存在するものの、いずれの議事録も・・'の指示により持ち回り決裁

の方法で作成され、実際に設立総会や臨時総会が開催された事実がなく、

平成29年10月期の決算報告書は清算に関する臨時総会議・事録の体裁

を整えるため作成されたものであり、平成3O年 10月期の決算報告書

15 

も、領収書等の原始記録を確認することな<-が持参したメモ書き程

度の資料を基に税理士が作成したものであり、いずれも本件委員会の具

体的な活動を示す資料ではなく、その他、本件委員会の具体的な活動を

示す資料は存在しない。

そうすると、本件委員会は、労組対策費を支払うために設立された委

'員会であり、本件規約に記載されたような活動の実態はなく、独立した

20 

団体として具体的な活動は行っていなかったといえる。

以上によれば、本件委員会に対する本件会費の支払は、その支払に係

る金銭を対価なく、本件委員会に移転．したものであり、その行為に通常

の経済取引として是認することができる合理的理由は存在しないから、

本件会費は寄附金の額に当たる。

（イ）原告の主張に・ついて

25 原告は、本件委員会が、各協同組合間の調整を目的とし、本件委員会

の委員長であった一がこれに従事していたと主張するが、一は、本

17 
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10 

・件協同組合の理事の肩書きをもって他の協同組合と交渉しており、仮に

ーが、各協同組合間の利害調整等をした事実があったとしても一 の

活動は本件委員会の活動ではなく、本件協同組合の活動である。また、

ーは、本件協同組合の担当者の立場では他の協同組合との関係で説得

力がないこと力ら本件委員会を設立したと述べているが、本件協同組合

と本件委員会はその出資者が同ーであり、実質的に同ーと評価されるこ

とは明らかであ心 一の供述は不自然、不合理である。

原告は、本件委員会のような業界内団体に対する会費は、会費と団体

の役務との間に明確な対価関係が存在しないのが通常であると主張する。

しかし、本件委員会は活動実態のないものであることは前記（ア）のとおり

であり、原告の主張はその前提を欠く。

オ 平成30年3月期事業年度の損金の額に算入した本件専従期間給与等に

15 

ついて

（ア）原告は、本件専従期間給与等を支出することにより、本件労組が負担

すべき費用を本件労組に代わって負担したものであるところ、原告は、

本件専従期間給与等を負担することによる対価とみるべき資産の譲渡又

このことにつき、通常の経済取引としては役務の提供を受けておらず、

20 

是認することのできる合理的な理由は存在しない。

よって、本件専従期間給与等は寄附金の額に当たる。

（イ）原告の主張について

原告は、 一 が本件専従期間においても、原告のために業務を行って

おり、 一の上記労務の提供に対する給与等を支払う必要があると主張

しかし、 一 は、本件専従期間において、本件分会の組合業務に

専従しており、原告のいう原告のための業務の内容は判然とせず、、原告

する。

25 に対して労務の提供をしていない。

（原告の主張）

18 
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本件労組の活動及び本件労組に対する金銭の支払について

本件労組は、事業者に対する`抗議活動やストライキ等により、労働者の

地位の向上を図る活動のほか、一の搬入現場において、事業

に一を混入するなどし

劣悪な品質の商品を納入する等といった違法行為が行わ

れていないかを確認し、業界全体のコンプライアンスの向上を図る活動（以

下「コンプライアンス啓蒙活動」という。）を行っていた。また、特に事業

者に対して要求を行う際に、適正な労働行為の範囲を超えて、

者がコストカットのために

10・ 一という特性）により、

現場が短時間でもストップすると深刻な事態となることを逆手にとって、

現場に を搬入する車両の前に立ちふさがる等の妨害活動を繰

15. 

り返していた。． ． ． 

そこで、原告としては、本件労組の要求に従って金銭の支払を行わなけ

れば、企業活動に対する致命的な妨害がされることが不可避であったこと

及びコンプライアンス啓蒙活動はあくまで理念としては事業者においても

共感できるものであり、かつ、これを推進することは事業者の利益に適う

ことから、本件労組に対する金銭の支払は、独立した企業として経済合理
ヽ

性を有するものであった。

20 • ィ 本件各事業年度の損金の額に算入した本件調査費

（ア） 、原告は、前記アのような背景を前提に、本件労組との折衝の末、本件

協定を締結し、一の給与相当分の一部を負担することになったが、本

件調査費の支払は-の給与相当分の一部の負担を市場調査業務に仮装

25 

したものではない。．： ． 

原告としては、一の給与相当分の一部を負担することを前提としつ

つ、一等に市場調査業務を委託して業務委託料を支払い、 これを原

19 
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10 

資として・'■等が-に給与を支払うこととしたものである。そして、
原告は、実際、・・■等との間で、市場調査業務すなわち原告の顧客拡
大を内容とする本件業務委託契約を締結し、 一等の従業員であった

・ が自身が役員を務める一 が属する-'の顧客の一

部を原告に紹介し、原告は本来受注することができない本件協同組合以

外の協同組合に属する顧客から受注するこ9 とができるようなった。この

ように、 -等は、本件業務委託契約に基づき市場調査業務を履行し

ており、原告は役務の提供を受けていた。

（イ）被告の主張について

被告は一 元取締役が、本件調査費は、実際には本件労組の- の

給与負担金であり、市場調査などというのはでたらめなもので税務署対

策であるとの発言を基に、本件調査費は実際には-の給与相当分であ ，

15 

過剰な供述を行う動機がある。

20 

ゥ

り、市場調査費という名目を仮装したものにすぎないと主張する。

しかし、 - 元取締役は、原告の代表取締役に就任したいという希望

を有していたとこる、原告代表者が異論を述べ、結局原岩の代表取締役

に就任することができないという経緯があり、原告について虚偽ないし

そして、原告代表者及び・・は、・原告が

市場調査に係る役務の提供を受けていないとは述べておらず、 一元取

締役のみが、上記のような供述をしていることからしても、 ・・元取締

役の上記供述は信用することができない。

平成29年3月期及び平成30年3月期の各事業年度の損金の額に算入

した本件会費

（ア）本件委員会の活動内容及び活動実態

製造・販売業界においては、品質維持及び価格安定の

25. 

ヽ
~

ために協同組合が重要な役割を有しており、協同組合が顧客である建設

会社との繋がりを有している状況であるところ、協同組合が同一商圏内

20 
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に複数存在する場合、顧客の奪い合いが生じ、過当競争による品質の低

下を防止しようとした趣旨が害されかねない。そこで、本件委員会にお

5
 

いて各協同組合間の調整を行うこととし、その業務執行は一に一任さ

れていた。■')、税務上問題とならないように本件委員会を設立した
側面は否定できないが、他の協同組合と情報を共有しCて、現場に他の組

合の~車が入ってきていないかチェック等していたと供述するな

ど、本件委員会の具体的な活動について述べており、これを裏付けてい

る。また、本件委員会の活動により

これは本件委員会が活動実態を伴うことの証左である。

の価格も改定されて

いるところ、

10 本件委員会から本件労組に何らかの金銭が流れたことは否定できない

が、 製造・販売業界においては、いかなる活動において

も本件労組の存在を念頭に置く必要があり、・・'が、本件労組との間の

15 

個人的ネットワークを活かして、本件委員会の活動をし、本件労組への

・対応も担っていたのであるから、本件委員会から本件労組に何らかの金

銭の支払がされていたとしても、本件会費を支払うことは企業経営上極

めて合理的判断である。

（イ），被告は、本件委員会が作成した設立総会議事録、清算に関する臨時総

20 

25 

会議事録並びに平成29年10月期及び平成30年 10月期の各決算報

告書は、本件委員会の具体的活動を示すものではないと主張する。

しかし、上記各決算報告書には、多額の金員につき具体的な使途を示

した支出の内訳書が作成されている上、上記各決算報告書は委任契約上

の善管注意義務を負う税理士が具体的な資料に基づいて作成したもので

．あることからすると、上記各決算報告書はいずれも信用でき、その記載

に相当する活動があったことを裏付けている。上記各議事録についても、

持ち回り決裁の方法により議事録が作成されることはままあるところで

あり、かつ、本件委員会はいわゆる任意組合であり、その意思決定の手 、

21 
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続につき法律上の規定は何ら存在しないことからすると、会議体を開催

する法的要請はなく、持ち回り決裁の方法により当該議事録記載のとお

りの意思決定をしたと評価すべきであるから、上記各議事録が持ち回り

決裁の方法により作成されたことにより本件委員会の活動実態がないと

いうことにならない。

被告は、本件委員会から役務の提供を受けたことがないという原告代

表者及ひ、一 代表者の供述から本件委員会の活動実態がなかった

と主張するが、本件委員会のような業界内団体に対する会費は、会費と ・

団体の役務との間に明確な対価関係が存在しないのが通常であり、原告 ・

代表者及びl~その意味で役務の提供を受
けたことがないと述べるものにとどまる。

工 平成30年3月期事業年度の損金の額に算入した本件専従期間給与等

・ は、本件専従期間において、原告の事業場に出勤することなく、

本件労組が通常使用している事務所等で業務執行をしており、原告の事

15 業場に出勤しないという意味で「

押印をしていた。

しかし、これは、 一が本件専従期間において、．原告の業務を完全に

離れ、労働組合のためだけの業務を行っていたことを意味するものでは ．

ない。すなわち、本件労組は、事業者との間で熾烈な対立関係にぁった

」に「組合用務」との

20 一方、事業者のための活動であるコンプライアンス啓蒙活動をしており、

ー もこの意味で原告のための業務をしていたものである。また、事業

者が、専従者の給与等の支払を拒んだ場合には、本件労組の執拗な活動

により事業者が致命的なダメージを負うことは不可避であるから、この

点からも、本件専従期間給与等を支払う経済的合理性がある。

(2)争点 2・ （本件調査費及び本件会費の課税仕入れに係る支払対価該当性の有25 

無）

22 
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ア 課税仕入れに係る支払対価
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課税仕入れに係る支払対価は、その支払について反対給付である資産の

譲受け若しくは借入れ又は役務の提供がされていることを要する。

5 イ 本件各課税期間の本件調査費について

前記（1)（被告の主張）ウのとおり、本件調査費の支払は、一の給与相

当分の一部を負担するものであり、実際に＇、一等が原告に対して市場

調査業務に係る役務の提供をしたわけではなく、一も原告に対して何ら

か役務の提供をしたものでもないから、反対給付が認められず、本件調査・

10 贅は、課税仕入れに係る支払対価に当たらない。

15 

ウ 平成29年3月期課税期間及び平成30年3月期課税期間の本件会費

前記（1)、（被告の主張）エのとおり、本件会費は、活動実態のない本件委

員会に対し支払った金員であり、原告は、本件委員会から本件会費の対価

とみるべき役務の提供を受けておらず、反対給付が認められないから、本

件会費は、課税仕入れに係る支払対価に当たらない。

（原告の主張）

ア 本件各課税期間の本件調査費

• 前記（1)（原告の主張）イのとおり、本件調査費は、本件業務委託契約に

基づき一等がした市場調査業務の対価であるから、本件調査費は課税

20, 仕入れに係る支払対価に当たる。

イ 平成29年 3月期課税期間及び平成30年 3月期課税期間の本件会費

前記（1)（原告の主張）ウのとおり、本件委員会は、各協同組合間の利害

調整を行うための活動をしており、本件会費は、その対価であるから、本

件会費は課税仕入れに係る支払対価に当たる。

25 (3)争点 3 （重加算税賦課の可否（事実の隠蔽又は仮装の有無））

（被告の主張） ．

23 
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, 15 

ア本件調査費

（ア）原告は、本件調査費について、原告からの委託に基づき一 等から

役務の提供を受けたとして、本件各事業年度の損金の額に算入し、また、

本件各課税期間の仕入税額控除の対象としていた。

しかし、原告は、 一 等から役務の提供を受けておらず、本件協定

に基づき’’・の給与相当分のうち原告負担分として本件調査費を支払っ

たものであるから、原告は、本件調査費が市場調査業務の対価でないこ

とを知りながら、本件調査費に係る支出の全部を総勘定元帳に市場調査

に係る費用として計上していた。

このように原告は、本件調査費力111111等から市場調査業務を受けた
対価であるように装って、事実を歪曲し、その歪曲した事実に基づき本

件各事業年度の法人税、本件課税事業年度の地方法人税及び本件各課税

期間の消費税等の各確定申告書を提出している。そして、上記各確定申

告書の内容は、本件調査費が寄附金の額に当たり、かつ、課税仕入れに

係る支払対価に該当しないことを前提にした実際の内容よりもいずれも

・・過少に申告したものとなっており、通則法68条1項に規定する事実を

「仮装」し、その「仮装したところに基づき納税申告書を提出した」も

のと認められる。

（イ）原告の主張について

20 原告は、原告代表者は本件調査費の内容を知らず、仮装の認識がなか、

ったと主張するが、・原告代表者は、本件調査費の支払に係る支払決議書

，に社長又は副社長として押印し、その支払を認識している上、 ·’~等

は市場調査業務を行う会社ではなく、原告が- 等に市場調査業務を

25 

依頼する理由がないことからすると、原告代表者は、原告の副社長在籍

期間中において、本件調査費が市場調査業務の対価ではないことを認識

していた。また、この点を措くとしても、会社の経営に参画する役員や

24 
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会社の重要な業務の責任者であるなど、法人の業務において重要な地位

を占め、その者の行為を法人の行為と同視しうる自然人が行う隠蔽・仮

装行為は、当該法人の隠蔽・仮装行為とみるべきであるところ、原告の

取締役であった・・元取締役は、本件調査費が、名目上は市場調査であ

るものの、その実際は・・の給与相当分を調印4社において分割負担す

るものであることを承知して、その支払を承諾しており、・’'元取締役

自身も市場調査という名目は税務署対策にすぎないと述べていることか

らすると、原告代表者に仮装の認識がないとしても、 ・・l元取締役9にお

いて本件調査費が市場調査業務の対価ではないことを認識していた以上、

原告において、仮装の認識があったというべきである。

イ 本件会費

15 

20 

（ア）本件会費は、業界内団体の通常の会費とは異なり、そもそも活動実態

のない団体に対する会費であるにもかかわらず、原告は、本件会費を協

同組合費としてあたかも通常の会費であるかのように故意に仮装し、そ

の仮装した事実に基づいて、平成 29年3月期及び平成 30年3月期の

各事業年度の法人税、本件課税事業年度の地方法人税並びに平成29年

3月期及び平成30年3月期の各課税期間の消費税等の各確定申告書を

提出している。そして、上記確定申告書の内容は、本件会費が寄附金の

・額に当たり、かつ、課税仕入れに係る支払対価に当たらないことを前提

とした実際の内容よりもいずれも過少に申告した内容となっており、通

則法68条1項に規定する事実を「仮装」し、その「仮装したところに

基づき納税申告書を提出した」ものと認められる。

25 

（イ）原告は、原告代表者には仮装の認識がなかったと主張するが、一元

取締役は、本件会費は労組対策贅であり、本件委員会から何らの役務の

提供もなく、税務署対策のために設立されたものであると述べるととも

に、本件会費の支払を合意したその日に原告代表者にもその旨を伝えtこ

25 
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と述べており、原告代表者は、本件委員会が活動実態を伴わないことを

前提として設立されたことを認識した上で、本件会費を支払っていたの

であり、仮装の認識があづたというべきである。

（原告の主張）

5 ア 「隠蔽し、又は仮装」の認識について

通則法68条1項所定の 「ヽ隠蔽し、又は仮装し」たというためには、納

税者において、事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装するということを

認識していたこと、すなわち故意を要すると解される。

イ 本件調査費について

10 前記（1)（原告の主張）イのとおり、原告は、 ・・’'等との間で本件業務

委託契約を締結し、 - 等の従業員である・・において、市場調査業務

（原告の顧客拡大）を履行している。そして、原告は、-'等に対し、

本件業務委託契約に基づいて、・正当な業務提供の対価として業務委託料を

・支払っているのであり、それを総勘定元帳の「借方科目J欄の各科目のと

15 ・おり計上することは当然のことである。そして、これを前提に、本件一

・■等に支払った本件調査費を損金に計上し、消費税法上の課税仕入れに係
る支払対価としたことに何ら事実の歪曲はない。

また、本件業務委託契約が締結されたのは遅くとも平成 27年5月頃で

あり、その当時、原告代表者は原告の代表取締役に就任していなかった。

20 原告代表者は、原告前代表者から引き継いで本件調査費を総勘定元帳に計

25' 

上していたのであり、事実を歪曲するという認識はなかった。

以上のとおり、原告代表者が本件調査費を総勘定元帳の「借方科目 」欄

の各科目のとおり計上することは故意により事実を仮装したものではない。

ウ 本件会費について ． 

本件会費を協同組合費として計上することが「仮装」に当たるというた

めには、本件委員会が全く活動実態のないものであり、かつ、原告代表者

2 6’ 
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がそのことを認識しながら、本件委員会に対し本件会費を支払ったことが

認められることを要する。

しかし、本件委員会が様々な具体的な活動をしていたことは、前記（1)（原

告の主張）＼ウのとおりであり、原告が、本件委員会に対し、本件会費を支

5 払い、これを協同組合費として計上することが故意による＼仮装に当たると＇

はいえない。

第3 当裁判所の判断

1 争点 1（本件各金員の寄附金該当性の有無）について

(1)法人税法 37条の趣旨及び寄附金の意義 、

10 法人税法37条が定める一定金額を超える寄附金の額の損金不算入制度は、

-15 

20 

法人が支出した寄附金の全額を無条件で損金に算入することを認めるとする

と、法人税の減収を招き、国の財政収入に支障を来すだけでなく、寄附金の

出捐による法人の負担が法人税の減収を通じて国に転嫁され、課税の公平上

適当ではない一方で、法人が出捐する寄附金には、それが法人の収益を生み

出すのに必要な費用としての側面を有するものの、これを客観的に判定する

ことが困難であることから、統一的な損金不算入限度額を設け、これを超え

る部分の金額を損金の額に算入しないこととしたものと解される。そして、 ‘

寄附金の意義について、同条7項は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれ

の名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な

利益の贈与又は無償の供与と規定していることからすると、同項の「経済的

な利益の贈与又は無償の供与」とは、経済的にみて贈与と同視し得る資産の

譲渡又は利益の供与をいうものと解すべきであり、経済的にみて贈与と同視

し得る資産の譲渡又は利益の供与に当たるか否かは、資産文は経済的利益を

対価なく他に移転する場合であって＜その行為について通常の経済取引とし

25 て是認することができる合理的な理由が存在しないものといえるか否かによ

り判断すべきである。

27 
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(2)本件調査費について

ア 本件調査費の寄附金該当性

（ア）本件協定と本件調査費の支払について
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前記前提事実（2）および (3) アによれば、-|~に一
ーが解散し、本件協定に基づき- 'の従業員であ

った・・が一に移籍したこと、原告は、同年 l0月から、市場

調査に係る対価との名目で別紙1の「支出金額」欄記載のとおり、 一

・一 、一 とともに・・の給与相当分の4分の 1に相当する

金額を一 等に対して継続して振り込んで支払っていたことが認めら

れる。そして、上記金員の支払が の解散直後からされて

いること、本件協定書の内容と整合するものであることからすると、上

記金員、すなわち本件調査費は、本件協定に基づき原告が負担するとさ

れた・・の給与の均等割り負担分として支払われたものと認められる。

（イ）本件業務委託契約について

本件業務委託契約については、契約書が作成されていないことにつき

当事者間に争いはないものの、前記前提事実(2)および(3)ア、ウによれ

ば、 ·|~ 原告に対して市場調査の名目で請求書を送付し、原告

は、上記請求書に基づき別紙 1の「支出金額」欄記載の支払をしていた

こと、原告は、 一 に対し、本件調査費の支払を止めるに際して本件

解除通知書を発出したことからすれば、原告と- 等との間では、外

形的には本件業務委託契約を締結する旨の口頭での合意があったものと

認められる。 • 

しかし、前記前提事実(3)ウのとおり、本件解除通知書（平成3O年1

1月26日付け）には、 一 が平成27年5月より本日に至るまでの

間全く市場調査の報告を履行しておらず、そのような中で調査費用を支

払ってきたが、そのような不合理な状況を継続させる正当な理由はない

28 
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旨の記載があり、かつ、原告が-等から市場調査業務に係る役務の

提供を受けていたことを認めるに足りる的確な証拠もないから、少なく

とも上記の期間、・・・l等による本件業務委託契約に基づく委託業務の

5
 

履行はなかったものと認められる。そうすると、 ，原告は、少なくとも 3

年6月以上もの間にわたり、反対給付である委託業務の履行がなかった

にも関わらず、調査費用の支払を継続していたものであり、このような

経過からすれば、本件業務委託契約は、もともと・・’'等による市場調

査という委託業務の履行がないことを契約当事者双方が予定したもので ＇

10 

15 

あり、実体を伴わないものであったといわざるを得ない。

また、証拠（乙6) によれば、一元取締役は、下京税務署職員に対

・ し、 1本件調査費は、実際には本件労組の-の給与負担金であり、原告

は一等に対し何らの市場調査も依頼しておらず、それに対するどの

ような報告も受けたことがない、市場調査などというのはでたらめなも・

ので税務署対策である、と供述しているところ、この供述は、 ・上記認定

とも整合する。

加えて、上記（ア）のとおり、原告は、一等に対し、．本件業務委託契

約の存否にかかわらず、本件協定に基づき-の給与の均等割り負担分

の支払をせざるを得ない立場にあったもので、・・・卜芦に対する上記支

払について経理処理上の名目宏整える必要があったことが認められる。

20 • （り）小括

以上によれば、原告と・・・卜争は、本件協定に基づ<・・lの給与の均
等割り負担分の支払につき経理処理上の名目を整えるために、本件業務

委託契約の締結という外形を作出したものにすぎないから、本件業務委

託契約の締結は、市場調査業務の委託の実体を伴わない虚偽表示による

ものというべきであり、本件調査費の支払は、本件協定に基づく・の

給与の均等割り負担分の支払につき経理処理上の名目を整えるために、

25 

29 
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本件業務委託契約に基づく支払という外形を作出し、市場調査費という

名目を仮装したものにすぎないというべきである。

イ 原告の主張について

5
 

（ア）原告は、 一 等の従業員であった・・が市場調査業務に従事してお

り、原告9』・・'等から本件業務委託契約に係る役務の提供を受けてい

10 

15 

たと主張し、原告代表者もこれに沿う供述をする。

しかし、原告代表者の上記供述は、原告が平成27年 5月以降全く役

務の提供を受けていない旨記載された本件解除通知書の記載と整合しな

い。また、本件業務委託契約が実体を伴うものであり、原告が本件業務

委託契約に基づく市場調査業務の対価として本件調査費の支払をしたと

いうのであれば、下京税務署職員による聞き取りの際に、原告代表者あ

るいは一 元取締役から上記事情について説明があってしかるべきであ

るところ、上記事情に関する具体的な説明はされていない。むしろ原告

代表者は、下京税務署職員に対する聞き取りでは、市場調査費というの

はあくまで名目であって、その実質は一の給与の均等割り負担分の支

20 

払である旨の発言をしていたにもかかわらず、本件訴訟が提起されて以

降、9 - による市場調査業務の履行の実態について説明するようになっ

た経過に鑑みると、この点に関する原告代表者の供述は直ちに信用する

ことができない。

＇（イ）また、原告は、 一が取締役を務めていた

ー の顧客の一部の紹介を受けたとも主張する。

が所属する・

しかし、そもそも・・が の取締役となったのけー

25 

であり（前記前提事実（2).:c.)、本件調査費の支払がされる

ようになった平成26年10 月当時においてはま~が市場調査業務を履

行し得るのかが不確定である上、本件調査費の支払を開始して以降約 1

0か月間にわたり何ら役務の提供がなかったことになる。そして、仮に ．

30 
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原告が主張するように一の顧客から受注を受けることができる

ようになったとしても、• これが··によるものであることを裏付ける的

・確な証拠もなく、原告が実際ドーの顧客から受注ができるよう

になったとする時期も、証拠・（甲 25)によれば平成29年12月頃か

らであり、本件業謗委託契約に基づく本件調査費の支払の開始から約 3

年が経過した後であることになる。

そうすると、この点に関する本件訴訟提起以降にされた原告代表者の

．供述は、合理的理由なく変遷しており、また的確な裏付けもないから採

用することができず、原告が一等から本件業務委託契約に係る役務

10 の提供を受けていたとは認められない。

＇ウ 以上によれば、本件調査費の支払は、本件協定に基づく-の給与の均

5
 

等割り負担分の支払につき経理処理上の名目を整えるために、本件業務委

託契約に基づく支払という外形を作出し、・市場調査費という名目を仮装し

たものであると認められる5

15 そうすると、本件調査費の支払は、本来一等が負担すべ4・・の給
与の一部叶・・と雇用関係にない原告が負担するものであり、原告がその

資産又は経済的利益を対価な<-'等に移転する場合であって、通常の

経済取引として是認することができる合理的理由は存在せず、経済的にみ

て贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡又は経済的利益の供与に当た

20 るから、本件調査費は寄附金の額に該当するというべきである。

• •(3) 本件会費について

ア認定事実

本件会費について、，前記前提事実のほか、後掲の証拠及び弁論の全趣旨

．によれば、以下の事実が認められる。

の ■11士、一当時、＇~本件協同
組合の理事でもあった（乙 1の3、3)。

31 
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(イ)- lま、本件協同組合の加盟6社に本件委員会の設立を提案し、・・l
、・本件委員会を設立した。． . . 

設立総会議事録（甲 12)には、本件委員会の規約を定めて本件委員

会を設立するとともに、会費の額及びその支払方法を定め、 一 を委員

長に選任し、 →その他役員は後日選任する旨を議決した旨の記載がある。

3 0、乙5")..（甲 12・、

10 

15 

（ウ）平成 28年当時、本件労組に対する労組対策費の相場は、

ー 出荷数量1. あたり- 円とされており、労組対策費とは、本件

労組からの嫌がらせで、ストライキや工事妨害等を受けないために会社 ．

が負担する費用であった。 ． 、

本件委員会の会費は、平成28年 11月当時、加盟6社それぞれの■
出荷数量1■あたり・ ■円であったが、平成29年4月

以降は1■あたり-円となり、同年8月以降は 1. あたり-'円
となり、加盟6社は、本件委員会からの請求書に基づき、本件委員会の

預金口座に振込送金して会費を支払っていた。

（乙 5、

(:r.)- は、本件委員会が設立されてから解散するまでの間、本件委員会

の委員長であり、本件委員会の活動については、加盟6社から一任され

1 0、1 7、1 8) 

20 

ていた。

ー は、本件労組の副執行委員長である一の指示に従い、本件委員

会の預金口座から、一 に対する月額113万4000円の振

込支払、他社に対する月額12・0万円の振込支払等を定期的に行ってい

たほか、 一に要求される都度10 0万円単位の現金を手渡しするなど

25 

していた。

（甲 6、12、乙5、1 8、弁論の全趣旨）

(オ)・ は、前記前提事実（2）エのとおり 本件労

32 
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より一された

（力）本件委員会は、

とともに、 の現場での

（甲 17、乙15)。

、解散し、同年 ヽ．

清算した。同日付け清算に関する臨時総会議事録（乙4)には、決算報

5
 

10 

15 

告書を承認し、残余財産の清算・返金をすること等が承認された旨の記

載があり、後記（キ）の平成 30年10月期分の決算報告書が添付されてい

た。（乙3、4)、

(キ)-税理士は、平成30年 11月頃、一弁護士からの依頼を受

け、-にヒアリングをした上で、平成29年10月期分（平成28年

1 1月1日から平成29年 10月31日まで）及び平成 30年 10月期

分（平成29年11月1・日から平成30年10月31日まで）の各決算

報告書を作成した。

上記各決算報告書には、各期の収入（会費収入及び受取利息）のほか、

支出として、旅費交通費、接待交際費（政策協力金等）、事務用品費、支

払手数料、調査費 （一他）、研修費及び雑費の一般管理費について細

目及び金額が記載され、特別損失として＇~立替補填金が計上され

ている。そして、上記支出のうち、｀調査費 （一他）と接待交際費（政

策協力金等）の合計は、各期の一般管理費合計の約93ないし 97％を

占めていた。

20 

・イ

（甲 14、

検討

1 5、30、乙5、7、42、4 8) 

（ア）前記認定事実（り）ないし（キ）によれば、本件委員会の会費は、設立当初

｀ 

25 

から、本件労組に対する労組対策費の相場に依拠して定められていたこ・

と、-は、•本件委員会の会費が振り込まれた預金口座から、本件労組

の副執行委員長である-に言われるがままに本件労組に対して支払を

行っていたこと、本件委員会は、・’'が・・されて労組対策費を支払う

J 

33 
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必要がなくなって間もなく解散したことが認められる6

そして、・・は、本件委員会の預金口座からの振込支払及び現金出金

ーの全てが本件労組に支払われていた旨供述しているところ（乙 5)、上記＇

乙5) によれば、決算報告書

5
 

10 

認定に加えて証拠（甲 14、15、.3・0、

（甲 14、15)の記載内容を前提としても、調査費（一他）は、

・に言われるがままに本件労組の組合員が所属する会社に対して給与

等どして支払われたものであり、接待交際費（政策協力金等）は、原告

による交渉の場に一や本件労組の組合員が同席することがあり、その

ような交渉の際の会食等を含めた接待交際費や、政策協力金等として本

件労組のために支払われたものと認められ、このような本件労組のため

の支払が本件委員会の各期の一般管理費合計の約 93ないじ97％を占・

めていたというのであるから、上記-の供述は信用性がある。

このような本件委員会の収支等の内容からすると、本件委員会は、本

15 

件労組に対する労組対策費を捻出することを目的として設立され、実際

にも、専ら本件労組に対する労組対策費を支出する活動のみを行ってい

たというほかなく、本件委員会が上記以外の活動を行っていたものと認

20 

25 

めるに足りない。．．

（イ）また、証拠（乙 6、10、29) によれば、原告代表者、-元取締

役及び|~代表者のいずれもが本件委員会は労組対策費の捻出及
び税務署対策のため設立されたものである述べていることが認められ、

・証拠（乙 41)によれば、一取締役も従前から本件協同組合において

本件労組に支払った金額が税務調査において否認されており、組合員各

社において本件労組から費用負担要求に対応することの煩わしさもあっ

たことから、本件委員会に会費を集めて、本件協同組合の上記課税上の

問題と併せて対応するため、本件委員会を設立した旨述べていることが

認められ、 これらも上記（ア）の認定と整合する。

34, • 
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（り）以上によれば、本件会費は、本件労組に対する労組対策費として支払

われたものにすぎず、その対価と・・して原告が本件委員会から役務の提供

を受けていたものとは認められない。

原告の主張について

5
 

（ア）原告は、本件委員会は、各協同組合間の調整によ り- 業界におけ

る·|~しヽーは、 上記業務に従事していたから ・

本件委員会は上記目的に係る活動実態を伴うものであった旨主張する。

そして、証拠（甲 30、4 5、乙5) によれば、 一は、下京税務署職

10 

15 

員に対し、本件委員会の目的の一つは一業界における一の値上

げにあると述べ、原告訴訟代理人による聞き取りに対しても、本件委員

会は、独占禁止法上の問題を回避しつつ、一地区の協同組合間の調整

を行い、その活動の結果、・・地区の-'の価格が上昇した

旨述べていたことが認められる。

しかし、証拠（乙 5)によれば‘|・・は、本件委員会の設立目的の一

つである一業界における・・■の値上げに係る活動について本件協
同組合の活動と重なり、どちらで行っていたのか分からないと述べてい

．ることが認められる上、仮に-が- 業界における値上げのために

9、

20 

各協同組合間の調整役として尽力した事実があるとしても、証拠（甲 2

3 0) によれば、一 の上記活動は本件協同組合の理事の肩書きを

もってされていたことが認められるから、一の上記活動は本件協同組

合の理事としての活動であったというべきであり、本件委員会の活動で

あったとは認められない。 そして、実際に本件委員会が・・地区の各協

同組合間の調整とそれによる・・・'の値上げを目的とし実際にそのよう

25 

な活動をしていたのであれば、原告代表者、一代表者及び-

元取締役において、その旨説明し‘てしかるべきところ、証拠（乙6、ー

0、2 9)によれば、原告代表者、一代表者及び・元取締役

. 35 
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は、＾下京税務署職員による聞き取りに対し、いずれも本件委員会が一

地区の協同組合間での調整等を行っていたとは述べておらず、むしろ、

一 代表者及び・・元取締役は、何らの役務提供も受けておらす、

会費が本件労組に流れていたと述べていたことが認められる。なお、証

5
 

代表者は、

10 

拠（甲・48、49、原告代表者本人）によれば、

原告訴訟代理人からの聞き取りにおいて、一 の供述を前提に、一

の値下げを阻止する必要があり、 一 が本件委員会の委員長として活動

していたことや本件委員会の活動の結果、 - 地区の各協同組合が統合

、rされた旨述べ、原告代表者も、同旨の供述をするが、いずれも本件委員

会の具体的な活動実態については把握しておらず、 ・・の供述が信用で

きることを前提に述べられたものにすぎないことからすると、これらの

供述を踏まえても、上記イの認定判断は左右されず、上記原告の主張を

．ヽ

） ，． 

採用することはできない。

（イ）原告は、本件委員会に係る、設立総会議事録（甲 12)、清算に関する

15 臨時総会議事録（乙4)、平成29年 1̀0月期及び平成30年 10月期の

l 5)、が存在することは、本件委員会に活動実各決算報告書（甲14、

態があったことの証左である旨主張する。

.O 
2
,
 

しかし、上記各決算報告書（甲 14、

場合であっても、本件委員会が、実際には、専ら本件労組に対する労組

対策費を支出する活動のみを行っていたものと詔められることは、前記

1 ・5) の記載内容を前提とした

イの認定判断のとおりである。また、上記各総会議事録（甲 12、乙4)

が存在することは、本件委員会が、実際には、専ら本件労組に対する労

組対策費を支出する活動のみを行っていたこどと何ら矛盾せず、本件委

員会について上記以外の活動の実態があったことを推認させるものとは

25 いえない。

したがって、上記原告の主張を採用することはできない。

36 
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．（ウ） また、原告は、業界内団体に対する会費は、団体の役務と明確な対価

関係がないことがほとんどであり、具体的な役務の提供がなくとも対価

5
 

10 

関係はあると主張する。

しかし、業界内団体に対する会費が通常寄附金の額に当たらないのは、．

当該団体の活動がその個々の構成員との関係では対価関係が明確ではな

いものの、当該団体の具体的な活動が業界全体に資することで間接的に

構成員個々の利益に資することから対価性が認められるためであるのに

ず―・対し、本件委員会は、前記イの認定判断のとおり、専ら本件労組に対す

る労組対策費を支出する活動のみを行っていたもので、上記以外の活動

虞態がないものであることからすると、原告の上記主張はその前提を欠

き、採用することができない。 ． ． 

．工

15. 

小括・

以上によれば、本件会費は、あくまで本件労組に対する組合対策費とし

て支払われたものにすぎず、その対価として本件委員会から役務の提供を

受けていたものとは認められない。

したがって、本件会費の支払は、原告がその資産又は経済的利益を対価

なく他に移転する場合であって、通常の経済取引として是認することがで ．

きる合理的理由は存在せず、経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の

資産の譲渡又は経済的利益の供与に当たるから、本件会費は寄附金の額に

＇ 
20 該当するというべきである。

(4)本件専従期間給与等について

25 

ァ．前記前提事実(1)ア（エ）及び(5)アのとおり、 一 は、本件分会に所属し、

本件専従期間において、原告の事業場に出勤せず、通常本件労組が使用す

る事務所で業務を行っており、原告の出退勤管理に使用される「一 ｀

ー 」に「組合用務」の押印を、していたこと、原告は・ の勤務管理や

業務に係る指揮命令をしていなかったことが認められる。

37 
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これらの事実からすると、・’'は、本件専従期間において、専ら本件労

ィ

5
 

組（本件分会）の組合業務に従事していたと認められる。

原告は、一が本件専従期間においてコンプライアンス啓蒙活動に従事

しており、これは原告のための業務であるから、原告が本件専従期間給与

等を負担する経済的合理性がある旨主張する。

10 

15 

しかし、-が本件専従期間においてコンプライアンス啓蒙活動に従事

＇した＇と認めるに足る証拠はない。 ，＇ ． 

また、そもそも本件労組のコンプライアンス啓蒙活動は、労働組合の活

動として、業界全体の労務環境等の向上に資し、間接的に事業者の利益に

なる側面があるとしても、前記アのとおり、原告において一の勤務管理 ＇

も業務に係る指揮命令もしていないことからする と 一が行っていた業

務は、およそ原告の業務であったと認められず、事業者の業務に従事する

ものともいえないから、事業者である原告がかかる業務に従事している間

・の給与等を支払うべき合理的理由はない。

そうすると、仮に-が本件専従期間においてコンプライアンス啓蒙活

動に従事していたとしても、、原告が本件専従期間給与等を負担すべき法的

義務はないから、本件専従期間給与等の負担につき経済的合理性はないと

いうべきである。

ウ

20 

以上によれば、原告による本件専従期間給与等の支払は、原告が本来負

担すべき義務がないものを支払うものであり、原告がその資産又は経済的

利益を対価なく他に移転する場合であって、通常の経済取引として是認す

ることができる合理的理由は存在しない。 したがって、本件専従期間給与

等の支払は、経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡又は

経済的利益の供与に当たるから、本件専従期間給与等は寄附金の額に該当

25 するというべきである。

(5)その他の原告の主張について

38 
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5
 

原告は、①本件労組が適正な労働行為の範囲を超えて工事の現場で妨害活

動を繰り返しており、本件協定の締結を拒絶する等して、本件労組の要求に

従って金銭の支払を行わなかった場合には、企業活動に対する致命的な妨害

がされることが不可避であったこと、また、②コンプライアンス啓蒙活動は

あくまで理念としては事業者においても共感できるものであり、これを推進

することは事業者の利益に適うことから、原告が本件協定を締結し一の

給与相当額を負担すること等は、独立した企業として経済合理性を有するも

のであった旨主張する。

10 

また、上記②につ

15 

しかし、上記①については、原告の主張によっても、本件調査費、本件会

費、本件専従期間給与等の支払は、本件労組による違法な業務妨害を避ける

ための金銭の支払であるところ、このような違法に業務を妨害しないことの

対価としての支払は、公序良俗に反する支払であるといわざるを得ず、経済

的合理性を有する支出であると評価することはできない。

いてば、原告が主張するように本件労組のコンプライアンス啓蒙活動を推進

する目的があったとしても、本件労組の意向に沿って、本来一等が負担

すべき-の給与の一部を・■と雇用関係にない原告が負担すること
調査費）、本件労組に対する労組対策費を原告が負担するこ．と（本件会費）、

専ら本件労組の組合業務に従事していた-の本件専従期間給与等を原告が

（本件専従期間給与等）が、いかなる理由により経済的合理性

（本件

負担すること

20 を有するものといえるのかは明らかでない。

したがって、上記原告の主張を採用することはできない。・

(6) まとめ

前記(2)ないし(5)で認定、判断したところによれば、本件各金員はいずれ

も寄附金の額に該当する。

25 2
 
争点2（本件調査費及び本件会費の課税仕入れに係る支払対価該当性の有無）

(1)課税仕入れに係る支払対価の意義・

39 
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仕入税額控除の対象となる消費税額は、当該課税仕入れに係る支払対価の ・

額に一定の率を乗じて算出された金額であるところ（消費税法30条1項項）、

当該課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額をいい（同

5
 

条 6項）、課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、

又は役務の提供を受けることをいう 、（同法2条1項1・2号）。

したがって、課税仕入れに係る支払対価は、その支払について反対給付で

ある資産の譲受け若しくは借入れ又は役務の提供がされていることを要し、

この反対給付がなければ、同法が規定する課税仕入れとはならず、その支払

も同法30条1項が規定する課税仕入れに係る支払対価には該当しないもの

10 と解される。

. (2)本件調査費について

本件調査費の支払は、本件協定に基づ<-の給与の均等割り負担分の支

払につき経理処理上の名目を整えるために、本件業務委託契約に基づく支払

15 

という外形を作出し、市場調査費という名目を仮装してされたものであって、

原告がその資産又は経済的利益を対価なく-等に移転するものであるこ

とは、前記 1(2)の認定判断のとおりである。 ・ ． 

したがって、本件調査費の支払は、本件業務委託契約に基づく役務の提供

20 

等の反対給付を伴わないものであるから、課税仕入れに係る支払対価に該当

•しなじヽ。

(3)本件会費について

本件委員会は、専ら本件労組に対する労組対策費溶浅迂けーる活動のみを行

っていたもので、上記以外に活動実態のない団体であり、本件会費は、あく

まで本件労組に対する労組対策費として支払われたものにすぎないことは、

前記 1(3)の認定判断のとおりである。 3 

25 したがって、本件会費の支払は、本件委員会による活動ないし役務の提供

等の反対給付を伴わないものであるから、課税仕入れに係る支払対価に該当

40 
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しない。

争点3 （重加算税賦課の可否（事実の隠蔽又は仮装の有無））

(1)判断枠組み

も

ヽヽ`

10 

通則法6,8条に規定する重加算税は、納税義務違反が事実の隠蔽又は仮装

という不正な方法に基づいて行われた場合に、違反者に対して課される行政

上の措置であって、故意に納税義務違反を犯したことに対する制裁ではない

同条1項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標

準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装

し、その隠蔽、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれ

ば足り、それ以上に、．申告に際し、 ・において過少申告を行うことの認

識を有していることまでを必要とするものではないと解するのが相当である

（最高裁昭和 62年5月8日第二小法廷判決・裁判集民事15・ 1号35頁参

から、

15 

照）。

また、重加算税の制度は、上記のとおり、納税者が過少申告をするにつき ，．

隠蔽又は仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重

い行政上の制裁を課すことによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、．

もつて申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものである

ところ、通則法68条1項は、隠蔽仮装行為の主体を納税者としており、本

来的には、納税者自身による隠蔽仮装行為の防止を企図したものと解される

20 が、納税者以外の者が隠蔽仮装行為を行った場合であっても、それが納税者 9

本人の行為と同視するごとができるときには、形式的にそれが納税者自身の

行為でないというだけで重加算税の賦課が許されないとすると、重加算税制

度の趣旨及び目的を没却することになる （最高裁平成 18年4月20日第一

25 

小法廷判決・民集60巻4号16 1 1頁参照）。

そして、本件のように、納税者が法人である場合、一定の権限を与えられ

た役員がその権限の範囲内で当該法人の機関としてした事業活動は当該法人

41 
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の行為と同視され、 このような役員等をして、法人の事業活動、、経済的活動

• が行われると同時に申告納税義務を適正に履行することが求められているの

5
 

10 

15 

であるから、当該役員に対する不十分な指揮監督、組織管理の不備という法

人の内部的事情を理由に、申告納税制度による適正な納税義務の履行を免れ

るとすると、重加算税制度の趣旨及び目的が没却されることになりかねない。

そうすると、納税者である法人において、＿上記のような役員が隠蔽仮装行

為をし、その隠蔽仮装行為をしたところに基づき過少申告がされた場合であ

っても、当該法人において、当該役員による隠蔽仮装行為を認識し、又は容

易に認識することができ、 ・期限までにその是正や過少申告防止の措

置を講ずることができたにもかかわらず、当該法人においてこれを防止せず

に隠蔽仮装行為が行われ、それに基づいて過少申告がされたときには、当該

隠蔽仮装行為を納税者本人の行為と同視することができ、当該法人に対して

重加算税を賦課することができると解するのが相当である。

(2)本件調査費について

前記 1(2)の認定判断のとおり、本件調査費の支払は、本件協定に基づく

• 一の給与の均等割り負担分の支払につき経理処理上の名目を整えるため

ア

20 

に、本件業務委託契約に基づく支払という外形を作出し、市場調査費とい

う名目を仮装してされたものであると認められるところ、原告は、このよ

うな実体を伴わない業務委託契約に基づく業務委託料等を損金の額に算入

するとともに、仕入税額控除の対象にして、本件各期間の法人税等及び消

費税等に係る各納税申告書を提出したことが認められる。

そうすると、原告において、本件調査費について、本件各期間の法人税

等及び消費税等の税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装していたとい

25 

え、通則法68条1項所定の事実を仮装し、その仮装したところに基づき

納税申告書を提出したものと認められるから、重加算税を賦課することが

できる。
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ィ 原告は、原告代表者は、本件調査費の内容について知らず、上記仮装行

為についての認識がなかったから、故意による仮装に当たるとはいえず、

通則法68条1項所定の要件を満たさない旨主張する。

5
 

10 

15 

20 

しかしながら、証拠（乙50、原告代表者本人）によれば、原告の取締

役であった.元取締役は、原告から組合対策等を含む対外的業務の一切

を任されていたことが認められ、原告代表者も、一元取締役から報告を

受ける限度でしかその業務を把握しておらず、対外的業務については一

元取締役に決定権限があったことが認められる。また、 ・■元取締役の供
述（乙 6)によると一元取締役は、本件調奎費が本件協定に基づく均

等割り負担分であり、本件調査費が市場調査業務の対価ではないことを認

識しつつ、これについての課税を免れるために、本件業務委託契約に基づ

く市場調査費との名目で本件調査費を支払うこととしたことが認められ、

上記の一元取締役の供述は、前記 1(2)の認定判断に沿うものとして、信

用することができる。

そうすると、仮に原告代表者には上記仮装行為についての認識がなかっ

たとしても、上記のとおり、原告から組合対策等を含む対外的業務の一切

を任されていた・・卜取締役において、本件調査費が市場調査業務の対価

ではないことを認識しつつ、本件業務委託契約に基づく市場調査費との名

‘目で本件調査費の支払を行っていたところ、前記1(2)の認定判断のとおり、

原告は・・・ド；から本件業務委託契約に係る役務の提供を受けていなかっ

たのであるから、原告代表者が、・・,t取締役に対し、本件業務委託契約

の内容やこれに基づく市場調査業務の履行の状況等について具体的な説明

を求めるなどしていれば、原告は、市場調査費があくまで名目にすぎない

ことを容易に認識することができ、

25 

これを業務委託費等として計上するこ ・

とは防げたといえる。にもカ・~かわらず、原告においてこれを防止せずに上

記仮装行為が行われ、それに基づいて過少申告がされたというべきである
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から、上記仮装行為は、納税者本人である原告の行為と同視することがで

き、原告にっいて通則法68条 1項所定の要件を充足するものと認められ

る。

しだがって、上記原告の主張を採用することはできない。

5
 

(3)本件会費について

本件委員会は、専ら本件労組に対する労組対策費を支出する活動のみを

行っていたもので、上記以外に活動実態のない団体であり、本件会費は、

あくまで本件労組に対する労組対策費として支払われたものにすぎないこ

とは、＇前記1(3)のとおりである。そうすると、本件会費は、実際には本件

ア

10 

15 

20 

労組に対する労組対策費であったにもかかゎらず、あたかも本件委員会の

活動に対する会費であるかのように事実を仮装したこと、そして、このよ

うな本件会費を費用計上して損金の額に算入するとともに、仕入税額控除

の対象にして、平成29年3月期及び平成3O年 3月期の各事業年度の法

人税、本件課税事業年度の地方法人税及び平成29年3月期及び平成30 

年3月期の各課税期間の消費税等に係る各納税申告書を提出したことが認

められる。

そうすると、原告において、本件会費について、上記各期間の法人税等

及び消費税等の税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装していたといえ、

通則法68条1項所定の事実を仮装し、その仮装したところに基づき納税

申告書を提出したものと認められるから、重加算税を賦課することができ

る。・

ィ

25 

原告は、原告代表者は、本件会費の内容について知らず、上記仮装行為

について認識がなかったから、故意による仮装に当たるとはいえず、通則

法68条 1項所定の要件を満たさない旨主張する。

しかし、-元取締役が、原告から組合対策等を含む対外的業務の一切

を任されていたことは前記(2)イのとおりであるところ、証拠（乙6)及び
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弁論の全趣旨によると一元取締役は、本件会費は労組対策費であり、

本件委員会から何らの役務の提供もなく、税務屠対策のために設立された

5
 

10 

ものであると述べでおり、本件委員会に本件労組に対する労組対策費を支

出する活動以外の活動実態はなく、本件会費が労組対策費であると認識し、

かつ、その認識を前提に本件会費を支払っていたことが認められる。

そうすると、仮に原告代表者には上記仮装行為についての認識がなかっ

たとしても、前記1(3)の認定判断のとおり、本件委員会には本件労組に対

する労組対策費を支出する活動以外に活動実態はなく、本件会費のほとん

どが本件労組に支払われていたのであるから、本件委員会の活動につき具

体的な説明を求めるなどしていれば、原告は、、本件委員会の活動実態を容

易に認識でき、本件会費を協同組合費として計上することは防げたといえ

る。にもかかわらず、原告においてこれを防止せずに上記仮装行為が行わ

れ、それに基づいて過少申告がされたというべきであるから、•上記仮装行

為は、納税者本人である原告の行為と同視することができ、原告について

15 ・ 通則法68条 1項所定の要件を充足するものと認められる。

したがって、上記原告の主張を採用することはできない。

4 その余の原告の主張も、前記認定判断を左右するものではない。

5 本件各処分の適法性

以上説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告の本件各期間の法人

20 税等及び消費税等に係る納付すべき税額等を計算すると、別紙「被告の主張す

る本件各処分の適法性」記載1及び別表 2-1. 2、別表3-1~4のとおり

であると認められ、本件各更正処分における各納付すべき税額等と同額である

から、本件各更正処分はいずれも適法である。

そして、本件各更正処分は適法であるところ、本件各更正処分に伴って賦課

25 されるべき過少申告加算税及び重加算税の額を計算すると、別紙「被告の主張

する本件各処分の適法性」記載2のとおりであると認められ、本件各賦課決定
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処分における過少・申告加算税及び重加算税の額と同額であるから、本件各賦課

決定処分はいずれも適法である。

したがって、本件各処分はいずれも適法である。

第 4 結論

5 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主

文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第2民事部

10 

裁判長裁判官

15 

裁判官

横 田 典 子

森 文 ＇ 弥

20 

裁判官

25 立 仙 早 矢
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n-

指定代理人目録

古川知寿子、中村拓史、花谷愛華、上田ゆかり、松瀬明、東正幸、田中貴之

以上
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事業
計上年月日 支出年月日 計上科目 計上金額． 仮払消費税額等 支出金額年度

平成 26年 10月 2313 平成 26年 10月 23日 雑費 、166,667円 13., 333円 180,000円
平 平成 26年 11月 2513 平成 26年 11月 25日 雑費 180,556円 14,444円 195,000円
成
平成 26年12月 2513 平成26年 12月 25日 雑費 1~0, 556円 14,444円 195,000円
27 
年 平成 27年 1月 2313 平成 27年 1月 23日 雑費

｛ 180,556円‘ 14,444円 195,000円
.. 3 平成 27年 2月23日平成 27年 2月 23日 ．雑費 180, £56円 14,444円 195,000円
月 平成 27年 3月 24日平成 27年 3月 24日 雑費 180,556円 14,444円 1g5, 000円
期

合 計 1,069,447円 85, 55.3円 1,155,000円

平成 27年 4月 2313 平成 27年 4月 23日 雑費 180,556円 14,444円 195,000円

平成 27 年 5 月 •22 日 平成27年 5月 22日 雑費 180,556円 14,444円 195,000円

平成 27年 6月 24日平成 27年 6月 24・日 雑費 ， 180,556円 14,444円 '195,000円

平
平成 27年 7月 2413 平成 27年 7月 24日 雑費 • • 180, 5q6円 '14,444円 195; 000円

平成 27年 8月 24日平成 27年 8月 2413 雑費 . • 180,556円 _ 14,444円 195,000円
成
平成 27．年9月 24日平成 27年 9月 2413 雑費 , 180,556円 14,444円 195,000円28 

年 平成27年 10月 24日平成27年 10月 2413 ．雑費 ,180, 556円 14,444円 195,000円

3 平成27年 11月 24日平成 27年 11月24日 雑費 180,556円 14,444円 195,000円
月 平成27年 12月 24日平成27年 12月 24日 雑費， 180,556円 14,444円 195., 000円
期 平成 28年 1月 22日平成 28年 1月22日 雑費 180, 5.56円 ＇ 14,444円 19.5, 000円

平成 28年 2月 24日平成 28年、2月 24日 雑費 180,556円 14,444円 195,000円

平成 28年 3月 24日平成 28年 3月 24日 雑費 180,556円 14,444円 195;.000円

,. ．合，計 2,166,672円 173心28円 2,340,000円

平成28年 4月 22日平成 28年 4月 22日・ 雑費 • 1ao, 556円 14,444円 195,000円

平成28年 5月 24日平成 28 年 5 月 2~· 日 雑費 180,556円 14,444円 19~,ooo円

平成 28年 6月 23日平成 28年 6月・23日 雑費 180,556円 14,444円 195,000円

平成 28年 7.月22日平成 28年 7月 22日 雑費 180,556円 14,444円 195,000円
平 平成 28年 8月 24日平成 28年 8月24日 雑費 180, 5・55円 14,444円 195,000円
成
平成28年 9月 21日平成 28年 9月 21日 雑費 180,556円 14,444円 195,000円29 

年 平成 28年 10月 24日平成 28年 10月24日 雑費 185, 186円 14,814円 200,000円

3 平成 28年11月 24日平成 28年 11月24日 雑費 185,186円 14,814円 200,000円
月 平成 28年 12月 21日 平成 28年 12月21日 雑費 , 185, 186円 14,814円 200,000円
期 平成29年 1月 24日平成 29年 1月 24日 雑費 185,186円 14,814円 200,000円

平成 29年 2月・23日平成 29年 2月 23日 雑費 185,186円 14,814円 200,000円

平成 29年 3月 22日平成Q9年3月22日 雑費 185,186円 14, 814円 200,000円

ムロ 計 2,194,452円 175,548円 2,ヽ370,000円） 

平成 29 年•4 月 21 日 平成 29年 4月 21日 工場試験業務委託費 185,186円 14, 81•4円 ィ 200;000円

平成四年 5月 23日平成29年 5月 23日 業務委託料 212,963円 17,037円 230,000円
' 平成 29 年 •6 月 21 13 平成 29年 6月 21日 支払手数料 212,963円 17,037円 230,000円

平成 29年 7月 21日平成 29年7月 21日 大型支払運賃 212,963円 . 17,037円 230,000円
平 平成 29年 8月 21日平成 29年 8月 21日 業務委託料 212,963円 17,037円 230,000円
成
平成29年 9月 21日平成 29年 9月 21日 業務委託料 212,963円 17, 037円 230,000円" 30 

年'平成 29年 10月 31日平成 29年 10月 31日 大型支払運賃 212,963円 17,037円 230,006円

3 平成 29年 11月 21日平成29年 11月 21日 業務委託料 212,963円 17,037円 230; 000円
月 平成29年 12月 22日平成29年 12月22日 業務委託料 212,963円 17,037円 230,000円
期 平成 30年 1月22日平成 30年 1月 2213 業務委託料 212,963円 17, 037円 230,000円

平成 30年2月 20日平成 30年 2月 20日 業務委託料，． 212,963円 17,037円 ． 230,000円

平成 30年 3月 22日平成 30年 3月 22日 業務委託料• 212,963円 17, 037円 230,000円

ムロ 計 2,527, 77.9円 202,221円 2,730,000円
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事業
計上年月日 支出年月日 計上科目 計上金額 仮払消費税額等 支出金額年度

平
平成 28年 12月 9．日 平成 28年 12月 9日 協同組合費 703,149円 56,251円 759,.400円

成 平成 29年 1月 13日平成 29年1月 13日 協同組合費 326,482円 26, 118円 352,600円
29 ― 平 成29年 2月．9日平成 29,年 2月 9日 協同組合費 349,630円 21,970円 377,600円年

8 平成 29年 3月 10日平成 29年 2月 28日 協同綿合費 579,800円 0円 579,800円
月
翔 ・・ 合 計 l, 959, Q61円 110, 339円 2,069, 40・0円

平成 29年 4月 ・1013 平成 29年 4月 10日 協同組合費 1,624,500円 0円 I, 624, 50.0円

←平成29年 4月 30日平成 29年 5月 10日 協同組合費
、.
1,668,056円 -133,444円 I, 801,500円

平成 29年5月 31日平成 29年 6月9 日 協同組合費 '982,871円 78,629円 l, 061, 500円

平成29年 6月 30日平成 29年 7月 10-13 協同組合費 1,245,834円 99,666円 l」345,5!)0円

平 平成 29年1月 31日 平成 29年 8月 10日 協同組合費 1,218,889円 97,511円 I, 316,400円

成 平成 29年 8月 31日平成 29年 9月 8日 協同租合費 1,762,963円 141,037円 ・1, 904; 000円
30 平成29年 9月 30日平成 29年 10月10日 協同組合費 l, 453, 704円 116,296円 1,570,000円
年 平成 29年 10月31日平成29年 11月 10日 協同組合費 1,269,260円 101,540円 l, 37a", 800円
'3 
平成 29年・11月30日平成 29年 12月 8日 協同組合費 1,431,852円 114. 548円 1,546,400円

月
期 平成 29年 12月31日平成 30年 1月 12日 協同組合費 ， 1,462,963円 117,037円 l, 580,000円

平成 30年 1月31日平成 30年 2月 9，日 ｀ 協同組合費 1,611,482円 128,918円 l, 740,400円

平成 30年 2月 28日 平成 30年 3月 9日 協同組合費 1,524,075円 121,925円 l, 646,000円

平成30年 3月 31日平成 30年 4月 10日 ． 協同組合費 1, 561, i12円 124,888円 ], 686,000円

＾ ロ 計' 18,817,561円 1,375, 4,39円 20,193,000円

（注）平成30年3月期の支出合計（計上金額： 17,256,449.円、仮払消費税額：．1,250,551円、支出金額： 18,507,000円）

ヽ
，
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c. 
＾
ぃ

事業 ‘ ’ 
給与支給額

ほ竺
社会保険料原告負担額

支出金額
内容

通勤手当以外 通勤手当 ※ 健康保険 介護保険 厚生年金 雇用保険 ,~ 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③～⑦の合計額

平成29年7月給与 593,411円 7,258円 600, 131円 27,972円 50,910円 • 3,604円 682,617円

一平成29年8月給与 函，824円 7,258円 • 601,.5“円 27,972円 50,910円 3,612円 684,038円

平成29年9月給与 '599,826円 . 7,404円 606,681円 27,972円，． 50,910円 3,644円 689,207円
平・
平成29年10月給与 591, 540円 7,031円 598,050円 29,470円 53,985円 3,592円 685,097円成

30 
平成29年11月給与 601, 981円 ,8, 371円 609, 731円 29,470円 4,868円 53,985円 3,.662円 , 701,716円

年
3 平成29年12月給与 589,579円 8,137円 597, 113円 29,470円 4,868円 53,985円 .3,586円 689,022円
月

34, 96S円期 平成29年12月賞与 700,000円 700,000円 5,775円 64,050円 4,200円 808,990円

平成30年1月給与 589,542円 5,969円 印5,068円 29,470円 4,868円 5~. 985円 3,574円 686,965円

平成30年2月給与 600,793円 8,755円 ・'608,899円 2!1, 470円 4,868円 53,985円 3,658円 700,880円

平成30年3月給与 589, 141円 7,959円 596,510円 29,470円 4,868円 53,985円 3,582円 688,416円

ノ ＾ ロ 計 / 7,016, 947円

※③＝①十②Xl00/108

（注）給与箔の支払は毎月15日締め、当月25日支払である。
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c. c
 別表 1-1

課税の経緯（法人税）

【単位：円】

こ 確定申告 修正申告 更正処分等 審査請求 裁決

年 月 日平成27年5月27日 平成28年7月20日 令和2年6月24日 令和2年9月10日 令和3年9月6日

平，
成 所 得 金 額

゜ ゜ ゜27 
年

． 
3 還・付金の額に
月 相当する税額

• △ 71, 121 △ 71, 121 △ 71,121 全部取消し ． 棄却

期
’・

翌期へ繰り越すべき
115, 303, 139 108, 485, 855 108, 104, 729 

欠 損 金 額 ‘ ‘ 

l 

年 月 日平成28年5月27日 平成28年7月20日 令和2年6月24日 ， 令和2年9月10日 令和3年9月6日

•平

成 所 得 金 額． △ 87,125,460 △ 87, 125,460 • △ 84, 96?; 610 
28 
年
3 還付金の額に

全部取消し 棄却 1月 相当する税額
△ 1,866 △ 1,866 △ 1,866 

期

翌期へ繰り越すぺ＆ 195, 6ll_, 315 193,072,339 
． 

欠損金
202, 428, 599 

年 月 日平成29年5月25日 令和2年6月24日 令和2年9月10日． 令和3年9月6日

平
成 所 得 金・ 額

゜ ゜29 
年
3 還付金の額に

△ 1,490 全部取消し 棄却月 相当する税額
．．． △ 1,490 

期
ヽ

翌期へ繰り越すべき 188,739,222 182, 114, 564 
欠 損 金 額

年 月 日平成30年5月24日 令和2年6月24日 令和2年9月10日 令和3年9月6日

所 得 金 額 18,576,589 52,081,831 

平
成 納付すべき税額 3,673, 700 11,513,800 
30 
年 ．
3 翌期へ繰り越ずべき

全部取消し 棄却月 欠損金額 ゜ ゜期 ，． 

9 / 

・, 

過少申告加算税の額
・, • 132,000 

重加算税の額／ 2,278,500 

へ—
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別表1-2

課税の経緯（地方法人税）
‘’ 
［単位：円］

... 
区分

確定申告 更正処分等 審査請求 裁決

課税事業年度 ，•項目

年 月 日 平成30年5月24日 令和2年6月24日・ 令和2年9月10日 令和3年9月6日
平 ‘ 
成
30 謀税標準法人税額 3,.674, 000 11,614, 000 
年
3 
月
期 地方法人税額 161, 600 506,600 ヽ

課 ．． 
g 

／ 
全部取消し 棄却

業 過少申告加算税の額 5,000 

年
度

／ ． 重加算税の額 98,000 

•’・

r-
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" " 
課税の経緯（消費税等） ＾ ^  ^ 

【単位：I'll

課こ：ここ

踵定申告 更正の請求 （更更正正の処請分求・） 更（質正問処検分査等）． 審査請求 裁決

＇ 

年 月 日平成27年5月27日 平成28年7月4日 平成28年7月26日 令和2年6月24日 令和2年9月1013 令和3年9月6<'1

課税標準額 I, 869,716,000 !, ＇ 869,716,000 !, 869,716,000 _I, 869,716,000 

消 費税額 117,.767, 521 117,767,521 1'17, 767,521 111,767,521 

： 消
， 

27 費 控除過大調整税額 232,455 232,455 232,455 232, 455 

年 税

3 
月 控 除税額 94,167, 3li! 95,399,321 95,399,321 95,331,946 
期

全部取消し 棄却g j 

・期
納付すべき消費税額 23,832,600 .22,600,600 22,600,600 22,668,000 

間， 課消税標費準税とな額る 23,832,600 22,600,600 22,600,600 22,668, 000 

消

: 納付すべき 6,425,500 6,093; JOO 6,093, 100 6, lll, 300 
地方消費税額

重加算税の額 ／ ／ / • 28,000 

年 月 日平成28年5月27日 ， 令和2年6月24日 令和2年9月10日 令和3年9月613

.、
鰈税標準額 944, 971, 000 944,971,000 

．． 

平
消消 費 税額 .59, 533, 173 59,533, 173 

成
28 
：控年 除税額 51,482,077 51,345,577 
3 
月
期

納付すぺき消費税額 8,051,000 8, I87, 500 全部取消し 棄却課
税
期
地 課税： 準となる

間 方 消 税額
8,051,000 8,187,500 

消

: 納付ふべき地方 税額
2!72.400 2,209,300 

重加算税の額 ／ 59,500 
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陳定申告 更正の請求 更正処分
（更正の請求）

更正処分等
（質問検査） ｀ 

審査請求 裁決

年

課税標準額

月 日1平成29年5月25日

I, 422,461,000 1,422,461,000 

渾

担

．
消
費
税

平
成

29年

3
月
期
課
税
期
間

＇ 

費 税 額 89、 61~.043 89,615,043 

除 税 額 68,693, 148 

納付すべき消費税額 20,921,800 

似
重：加

20,921,800 

．、

令和2年6月24日l令和2年9月10日 令和3年9月6日

68,468,005 

21,147,000 

21,147,000 

98,000 

年 月 日I平成304JS5月24日

課税標準額 , 1, 83,4, 181,000 

・ ア

I, 834, 181, 000 

阻

ほ
消
費
税

平
成

30
年

3
月
期
課
税
期
間

費 税 額 ) 15,553, 403 115, 553, 403 

除 税 額 86,588,450 

納付すべき消費税額 28,964,900 

る

き

額

な

．

へ

税犀
28,964,900 

全部取消し

令和2年6月24日1令和2年9月10日

棄却

令和3年9月613

. 85, 3~6. 037 

30, 207,. 300 
' . 

全部取消し 棄却

', 

震，加算税の .549, 500 

・ヽ
、ヽ
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被告の主張する本件各処分の適法性

ー 本件各更正処分．の適法性

(1)法人税について

5
 

ア 平成2・7年 3月期事業年度

（ア）所得金額（別表 2-1・順号⑪）

上記金額は、下記aの金額にbの金額を加算し、 C ないし eの金額を

減算した金額である。 ． ． ． 

0円

a
 

10 

申告所得金額（別表2-1・順号①） ． 

上記金額は、原告の平成27年 3月期事業年度の法人税に係る修正

0円

申告書（以下「平成27年3月期法人税修正申告書」といい、原告の

他の確定申告書及び修正申告書においても事業年度等及び税目に応じ

て同様に表記するc)

15 b
 

V 

の別表一 (-)「所得金額又は欠損金額」欄に記

載された金額である。 ＇

寄附金の損金不算入額（別表 2-1・順号②）

上記金額は、原告が平成27年3月期事業年度において、市場調査

費として-平．」 に対して支払った 1・115万5000円

4 6万67 2 6円

成27年3月期・支出金額計）

入額である

20 c
 

（別表4-1参照）。

（別紙1・：平・

を寄附金の額として計算した損金不算

8万~ 5 5 3円

上記金額は、寄附金の額に該当すると認められる上記bの1・15万

5 0 0 0円のうち、原告が仮払消費税額等として経理した金額であり、

当該寄附金の額が単なる金銭の贈与であるため、消費税法上の課税仕

寄附金の損金算入額（別表 2-1・順号⑦）

25 

d
 

入れに係る支払対価の額に該当しないことから、寄附金として損金の

額に算入される金額である •（別表 5 「平成 2 7年3月期」＇ 欄参照）。

雑損失の損金算入額（別表2--1・順号⑧） 4 7円
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上記金額は、平成27年3月期事業年度の法人税の更正処分による

5
 

未払消費税額等の増加額8万55 5 3円と、平成27年 3月期課税期

間の消費税等の更正処分により発生する消費税等の納付税額8万56 

00円との差額で、損金の額に算入される金額である（別表6「平成

,2 7年3月期」欄参照）。

e 繰越欠損金の損金算入額の増加額（別表2-1・順号⑨）

3 8万11 2 6円

上記金額は、平成27年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴い

増加する繰越欠損金の損金算入額で、損金の額に算入される金額であ

10 る。

（イ）所得金額に対する法人税額（別表 2~1 ・順号⑬） .0円

上記金額は、前記（了）の所得金額（通則法11 8条1項の規定により．，1

0 0 0円末満の端数を切り捨てた後の金額。後記イないしエの各（イ）．にお‘

15 

いて同区）に、法人税法66 条•2項（平成 2 7年法律第9号による改正

前のもの。）及び措置法42条の3の2第1項（平成27年法律第9号に

よる改正前のもの。）に規定する税率（所得金額のうち、年800万円以

下の金額については 10 0分の15) を乗じて計算した金額である。 • 

（ウ）控除所得税額等（別表2-1．・順号⑭） ; 
7万 11 2 1円

20 

上記金額は、法人税法 68条（平成29年法律第9号による改正前の

もの。以下同じ。）に規定する法人税額から控除される所得税の額であり、

原告の平成27年3月期法人税修正申告書の別表ー(-)「控除税額の計

算」欄に記載された金額と同額である。

（エ）納付すべき法人税額（別表2-1・順号⑮） ． △ 7万 1l 2 1円

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（り）の金額を差し引いた金額であ

25 る。

（オ）既に納付の確定した法人税額（別表 2-1・順号⑯）
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，，， △7万11 2 1円

上記金額は、原告の平成 27年3月期法人税修正申告書の別表ー（一）

0円

5
 

「この申告による還付金額」欄に記載された金額である。

（力）差引納付すべき法人税額（別表2-1 ・順号⑰）

上記金額は、上記(:r.)の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額であ

る。

（キ）翌期へ繰り越す欠損金額（別表 2-1'・順号⑱）

1億08 l 0万47 2 9円

10 

上記金額は、平成27年3月期法人税修正申告書の別表ー（一）「翌期

ヘ繰り越す欠損金又は災害損失金」欄に記載された金額 1億 0848万

5 8 5 5円から、平成27年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴い

減少した翌期へ繰り越す欠損金額38万112 6円を差し引いた金額で

ある。

イ 平成 28年3月期事業年度

1.5 （ア）所得金額（別表2-1・順号⑪）

上記金額は、下記aの金額に bの金額を加算し、

算した金額である。 ， 

申告所得金額（別表 2-1・順号①） ． △8 7 i 2万54 ・6 0円

上記金額は、原告の平成 28年3月期法人税修正申告書の別表一
, (-)「所得金額又は欠損金額」欄に記載された金額である。

寄附金の損金不算入額（別表 2-1・・順号②）

△8 4 9,6万76 1 0円

a
 

20 

b
 

c及びdの金額を減

・233万12 5 0円

25 

上記金額は、原告が平成28年3月期事業年度において、市場調査

費として一 等に対して支払った 234万円（別紙1•平成 28年
3月期・・支出金額計）を寄附金の額として計算した寄附金の損金不算

入額である （別表4-2参照）。
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．． 

寄附金の損金算入額（別表2-1・順号⑦） 17万33 2 8円

上記金額は、寄附金の額に該当すると認められる上記bの23 4万

・・円のうち、原告が仮払消費税額等として経理した金額であり、当該寄

5
 

附金の額が単なる金銭の贈与であるため、消費税法上の課税仕入れに

係る支払対価の額に該当しないことから、寄附金として損金の額に算

入される金額である （別表 5 「平成 28年3月期」欄参照）。

雑損失の損金算入額（別表2-1・順号⑧）

上記金額は、平成28年3月期事業年度の法人税の更正処分による・

・末払消費税額等の増加額 17万33 2 8円と、平成28年3月期課税

期間の消費税等の更正処分により発生する消費税等の納付税額 17万

3.4 0 0円との差額で、損金の額に算入される金額である（別表6「平

成28年 3月期」欄参照）。

（イ）所得金額に対する法人税額（別表 2-1・順号⑬）．

d
 

.72円

10 

0円

15 

上記金額は、前記（ア）の所得金額に、法人税法66条2項．（平成27年

法律第9号による改正前のもの。）及び措置法4,2条の3の2第1項（平

成2・7年法律第9号による改正前のもの。）に規定する税率（所得金額の

うち、年800万円以下の金額については 10 0分の15) を乗じて計

算した金額である。

2.0 

（り）控除所得税額等（別表 2-1・順号⑭）

上記金額は、法人税法68条に規定する法人税額から控除される所得

税の額であり、原告の平成28年3月期法人税修正申告書のgI」表一（一）

「控除税額の計算」欄に記載された金額と同額である。 ｀ 

（エ）・納付すべき法人税額（別表 2-1・順号⑮）

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（ウ）の金額を差し引いた金額であ

1 8 6 6円

△1 8 6 6円

. 25 る。．

（オ）既に納付の確定した法人税額（別表 2-1・・順号⑯） △・1 8 6 6円

58 ． ， 



n n,、
r, r, n n r, 

0. c r• O n c n 

n 
o C• 
n :. n ^ 
" " . 0 r 
.,・ 0 

,、 r F 

上記金額は、原告の平成28年3月期法人税修正申告書の別表ー（一）

「この申告による還付金額」欄に記載されだ金額である。

（力）差引納付すべき法人税額（別表2-1・順号⑰） ． 0円

上記金額は、上記（エ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額であ＇

5
 

る。 ＇

"10 

・（キ）翌期へ繰り越す欠損金額（別表 2-1・順号⑱）

1億93 0 7万2・3 3 9 P3 

上記金額は、＾原告の平成28年3月期法人税修正申告書の別表ー（一）

「翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金」欄に記載された金額 1億95 

6 1万13 1 5円から、．平成2.7年 3月期及び平成2.8年3月期の各事

業年度の法人税の更正処分に伴い減少した翌期へ繰り越す欠損金額25

3万89 7 6円を差し引いた金額である。

ウ 平成29年3月期事業年度

（ア）所得金額（別表2-:i・順号⑪） 0円

15 上記金額は、下記aの金額にbの金額を加算し、 cないし eの金額を

減算した金額である。一

a 申告所得金額（別表2-1・順号①） 0円

20 

• 
25 

上記金額は、原告の平成 29年3月期法人税確定申告書の別表一

(-)「所得金額又は欠損金額」 欄`に記載された金額である。

b 寄附金の損金不算入額（別表2・-1・順号②）

4 3 7万16 8 2円

上記金額は、原告が平成29年亀3月期事業年度において、会費とし

て本件委員会に対して支払った20 6万940 0円（別紙2.平成2'
9年 3月期・支出金額計）及び市場調歪費として-等に対して支

払った 237万円（別紙1.平成29年3月期・支出金額計）の合計

額443万9400円を寄附金の額として計算した寄附金の損金不算

59 
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入額である

寄附金の損金算入額（別表 2-1・・順号⑦）

上記金額は、寄附金の額に該当すると認められる上記bの 443万

9 4 0. 0円のうち、原告が仮払消賽税額等として経理した金額であり、

当該寄附金の額が単なる金銭の贈与であるため、消費税法上の課税仕

入れに係る支払対価の額に該当しないことから、寄附金として損金の

額に算入される金額である（別表5 「平成29年3月期」欄参照）。

d 雑損失の損金算入額（別表2-1・順号⑧） 1 1 3円

上記金額は、平成29年3月期事業年度の法人税の更正処分による
し未払消費税額等の増加額28万58 8 7円と、平成29年3月期課税

期間の消費税等の更正処分により発生する消費税等の納付税額28万

6000円との差額で、損金の額に算入される金額である（別表6「平

成29年3月期」欄参照）。

C. 
2 8万58 8 7円

5
 

10 

e
 

15 

（別表4-3参照）。

繰越欠損金の損金算入額の増加額（別表2-1・順号⑨）

408万568 2円

上記金額は、平成29年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴い

増加する繰越欠損金の損金算入額で、損金の額に算入される金額であ

る。

（イ）所得金額に対する法人税額（別表 2-1・順号⑬） 0円

20 上記金額は、前記（ア）の所得金額に、法人税法66条2項（平成28年 ， 

法律第i5号による改正前のもの。）及び措置法42条の3の2第1項

（平成29年法律第4号による改正前のもの。）に規定する税率（所得金

額のうち、年 80 0万円以下の金額については 100分の 15) 

て計算した金額である。

を乗じ

ツ

25 （ウ）控除所得税額等＇（別表 2-1・順号⑭） 1 4 9 0円

上記金額は、法人税法68条に規定する法人税額から控除される所得
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．． 税の額であり、原告の平成29年3月期法人税確定申告書の別表ー（一）

「控除税額の計算」 ・欄に記載された金額と同額である。

（エ）納付すべき法人税額（別表2-1・順号⑮）

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（ウ）の金額を差し引いた金額であ

△ 1 4 9 0円

5
 

る'o

△ 1 4 9 0円

10 

（オ）既に納付の確定した法人税額（別表 2-1・順号⑯）

上記金額は、原告の平成2g年3月期法人税確定申告書の別表ー(-)―

「この申告による還付金額」欄に記載された金額である。

（力）差引納イずすべき法人税額（別表 2-1・順号⑰）

上記金額は、上記（エ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額であ

る。

（キ）翌期へ繰り越す欠損金額（別表2-1・順号⑱）

1億82 1 1万4564円

15 

工

20 

上記金額は、原告の平成29年3月期法人税確定申告書の別表ー（一）

「翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金」欄に記載された金額1億88 

7 3万92,2 2円から、平成27年3月期ないし平成 2・9年3月期の各

事業年度の法人税の更正処分に伴い減少した翌期へ繰り越す欠損金額6

6.2万46 5 8円を差し引いた金額である。

平成30年3月期事業年度

（ア）所得金額（別表2-1・順号⑪）

上記金額は、下記aの金額に bないし eの金額を加算し、

減算した金額である。

a 

0円

5 2 0 8万1831円

fの金額を

25 

b
 

申告所得金額（別表 2.-1'・順号①）

上記金額は、原告の平成 30年3月期法人税確定申告書の別表一

(-)「所得金額又は欠損金額」欄に記載された金額である。

寄附金の損金不算入額（別表2-1・順号②）

1 s,5 7万65 8 9円
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・-2 6 7 7万21 ・8 4円

上記金額は、原告が平成30年3月期事業年度において、会費とし

て本件委員会に対して支払った18 5 0万70 0 0円（別紙2.平成

30年 3 月期・支出金額計）及び市場調査費として■|~等に対して

5
 

I • 

支払った273万円（別紙1.平成30年3月期・支出金額計）並び

に~に対する給与相当額 7 0 1万69 4.7 円（別紙3.~ 平成 3 0年

3月期計）の合計額28 2.5万39 4.7円を寄附金の額として計算し

た寄附金の損金不算入額である（別表4-4参照）。

c 協同組合費のうち損金の額に算入されない金額（別表2-1・順号

10 ③) 1 5 6万11 1 2円

上記金額は、原告が平成30年3月期事業年度において、本件委員

会に対する会費として協同組合費に未払計上した金額で、寄附金の額

と認められるため、その支払がされるまでの間は損金の額に算入され

ない金額である。 ＇

15 d 雑収入の益金算入額（別表 2-1，・順号④） 6 0円

20 

25 

上記金額は＇，平成 30年 3月期事業年度の法人税の更正処分による

未払消費税額等の増加額157万76 6 0円と、平成30年3月期課

税期間の消費税等の更正処分により発生する消費税等の納付税額15 

7万760 0円との差額で、益金の額に算入される金額である（別表

6 「平成30年3月期」欄参照）。

e 繰越欠損金の損金算入額の過大額（別表2-1・順号⑤）

6 6 2万46. 5 8円

上記金額は、平成 27年3月期ないし平成29年3月期の各事業年

度の法人税の更正処分により、平成29年 3月期から繰り越される欠

損傘が 1億887 3万92 2 2円から1億821 1万45 6 4円に減
少したため、その差引金額を繰越欠損金の損金算入額の過大額として
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平成30年 3月期の益金の額に算入する金額である。

-f 寄附金の損金算入額（別表 2-1・順号⑦） 1 4 5万2・77 2円

上記金額は、寄附金の額に該当すると認められる上記bの会費とし

て本件委員会に対して支払った 18 5 0万70 0 0円及び市場調査費

として-等に対して支払った27 3万円の合計額212 3万7.0

00円のうち、原告が仮払消費税額等として経理した金額であり、当

該寄附金の額が単なる金銭の贈与であるため、消費税法上の課税仕入

れに係る支払対価の額に該当しないことから、寄附金として損金の額

に算入される金額である（別表5 「平成30年3月期」欄参照）。

10 . （イ）所得金額に対する法人税額（別表 2-1・順号⑬）

5
 

15 

20 

25 

. . 1 1 5 1万4954円

上記金額は、前記（ア）の所得金額に、法人税法66条1項（平成28年

法律第 15号改正附則26条の適用後のもの。）及び2項（令和2年法律

第8号による改正前のもの。）並びに措置法42条の3の2第 1項（平成

3 1年法律第 6号による改正前のもの。）に規定する税率（所得金額のう

ち、年80 0万円以下の金額については 10 0分の 15、それを超える

金額については 10 0分の 23.. 4)を乗じて計算した金額である。

（り）控除所得税額等（別表2-1・順号⑭）・ 1 0 7 1円

上記金額は、法入税法68条に規定する法人税額から控除される所得

税の額であり、原告の平成30年3月期法人税確定申告書の別表ー（一）

「控除税額の計算」欄に記載された金額と同額である。

(:r.)納付すべき法人税額（別表2.-1・順号⑮） 1 1 5 1万380 0円

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（ウ）の金額を差し引いた金額 ＇（た

だし、通則法 11 9条1項の規定により 10 0円未満の端数金額を切り

捨てた金額。）である。

（オ）既に納付の確定した法人税額（別表 2-1・順号⑯）
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3 6 7万3'700円

上記金額は、原告の平成30年 3月期法人税確定申告書の別表ー（一）

「差引所得に対する法人税額」欄に記載された金額である。

（力）差引納付すべき法人税額（別表 2-1・順号⑰） 7 8 4万 0 1 0 0円

5
 

上記金額は、上記(:r.)の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額であ

る。

(2)地方法人税について

ア 課税標準法人税額（別表 2-2・順号②） 1 1 5 1万4000円

10 

上記金額は、地方法人税法6条（平成30年法律第7号によ・る改正前の

もの。）及び9条の規定に基づく平成30年3月期課税事業年度（本件課税

事業年度）の地方法人税の課税標準法人税額であり、上記（1）エ（イ）の金額

（ただし、通則法118条1項の規定により 10 0 0円未満の端数金額を

切り捨てた後の金額。）と同額である。

イ 地方法人税額（別表 2-2．順号③）

15 上記金額は、上記アの金額に、地方法人税法 10条 1項（平成28年法

律第 15号による改正前のもの。）に規定する税率 (10 0分の4. 4)を

乗じて算出した金額である。

ウ 納付すべき地方法人税額（別表2-2・順号⑤）

50万 66 1 6円

5‘0万66 0 0円

上記金額は、上記イの金額について、通則法 11 9条 1項の規定により・

20 1 0 0 円未満の端数を切り捨てた後の金額である。

工 既に納付の確定した地方法人税額（別表2-2・順号⑥） ． 

1 6万16 0 0円

上記金額は、原告の平成30年3月期課税事業年度地方法人税確定申告

」 25.

書の「差引地方法人税額」欄に記載された金額であるp

オ 差引納付すべき地方法人税額（別表 2-2• 順号⑦）

3 4万50 0 0円
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上記金額は、上記ウの金額から上記エの金額を差し引いた金額である。

(3)消費税等について

ア

5
 

平成27年3月期課税期間

（ア）課税標準額（別表3-1・順号⑨「合計」欄）

1 8億697 1万6000円

上記金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「課税標準額」欄に記載された金額である。

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表3-1・順号⑩「合計」欄）

10 

1億 17 7 6万 7521円

上記金額は、次の a及びbの金額の合計額である。・

a
 

税率4パーセント適用分 9 4万276 0円

上記金額は、原告の平成・27 年 3 月期課税期間消費税等~定申告書

の付表 1、「消費税額」・「税率4％適用分」欄に記載された金額、（別表

3-1・順号⑩「税率4％適用分」欄） である。

15 b
 

付表 1

税率6. 3パーセント適用分 ， ． 1億 1772万47 6 1円

上記金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税確定申告書の

「消費税額」・「税率6.・_・3％適用分」欄に記載された金額（別

20 

表3-1・順号⑩「税率6. 3％適用分」欄）である。

（ウ）差引課税仕入れに係る支払対価の額（別表3:_・1・順号⑭「合計」欄）

1 6億 28 3 1万63.7 6円

上記金額は、次の a及びbの金額の合計額である。

a
 

税率4パーセント適用分 △ 61 0万0997円

25 

上記金額は、原告の平成 27年3月期課税期間消費税等消費税確定

書の付表2-(2)「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」・「税率

4％適用分」欄に記載された金額（別表 3-1・順号⑭「税率4％適

用分」欄）である。
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.. b 3パーセント適用分 1 6億34 41万73 7 3円 ， 

上記の金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税等確定申告

書の付表 2-(2) 「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」・「税率

税率6.

5
 

9・・

10 

6. 3％適用分」欄に記載された金額16億 14 4 5万220 3円（別

表3-i・順号⑪「税率6. 3％適用分」欄）に、平成27年3月期

課税期間消費税等更正の請求による本件労組に対する数量賦課金、数

量調整金及び特別賦課金の合計額21 1 2万01 7 0円（別表3-1. 

順号⑫「税率6.3％適用分」欄）を加算し、市場調査費のうち単な

る金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対価の額と認められな

い額11 5万5000円（別表3-i．順号⑬「税率6.3％適用分」
欄）を減算した金額（別表3-1・順号⑭「税率6.3％適用分」欄） ．

である。

(:r.)課税仕入れに係る消費税額（別表3-1鬱順号⑮「合計」欄）

• 9 5 1 0万8 5 9 5円

15 

a
 

上記金額は、次の a及びbの金額の合計額である。

税率 4バーセント適用分 △2 3万24 1, 8円

上記金額は、原告の平成27年 3月期課税期間消費税等確定申告書

の付表 2-(2)「課税仕入れに係る消費税額」・「税率4％適用分」欄に

記載された金額（別表3-1・順号⑮「税率4％適用分」欄）である。

20 b
 

3パーセント適用分 ． 9 5 3 4万1013円

上記金額は、上記（ウ） bの金額に 1 0 8分の6.3を乗じて算出した

「金額（別表 3'-1・順号⑮「税率6.

税率6.

3％適用分」 、` 欄）である。

（オ）控除対象仕入税額（別表 3-1・順号⑱「合計」欄）

25 

a
 

9 5 0 9万94 9 1円
上記金額は、次のa及びbの金額の合計額である。

税率4パーセント適用分の控除対象仕入税額 △2 3万245 5円
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b
 

上記金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税等確定申告書

の付表2-(2)「個別対応方式・個別対応方式により控除する課税仕入

れ等の税額」・＇「税率 4％適用分」欄に記載された金額（別表3-1・

順号⑱「税率4％適用分」欄） ＇である。

3パーセント適用分の控除対象仕入税額税率6.

9. 5 3.3万 19 4 6円

上記金額は、平成27年3月期課税期間における課税売上高が 5億

10 

3% 

15 

3％適用分」欄に

20 

円を超えるため、消費税法30条2項に基づき、上記（エ）bの金額のう

ち、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額である、原告

の平成27年3月期課税期間消費税等確定申告書の付表2-(2)「個別

対応方式・⑫のうち、課税売上げにのみ要するもの」・「税率6.

適用分」欄に記載された金額93 1・1万54 9 1円に上記（り） bの加算

した金額である21 1 2万01 7 0円に10 8分の6. 3を乗じて算

出した金額12 3万20 0 9円を加算し、上記（ウ）bの減算した金額で

あるl1 5万5000円にiO 8分の6.. 3を乗じて算出した金額6

万7.37 5円を減算した金額94-2 8万01 2 5円に、課税資産の譲

渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕

入れ等の税額である、同付表「個別対応方式・⑫のうち、課税売上げ

と非課税売上げに共通して要するもの」・「税率6.

記載された金額105万36 9 8円に課税売上割合99. 

（別表3-:-1・・順号⑥）を乗じて算出した金額1

0 5万18 2 1円を加算した金額（別表3-1順号⑱「税率6.

82193 

4 0 5 2パーセント

3% 

適用分」欄）である。

25 

なお、上記課税売上割合は、原告の平成 27年 3月期課税期間消費

税等確定申告書の付表 2 「課税資産の譲渡等の対価の額」欄に記載さ

＇ れた金額i8億 69 7 1万62 9 4円（別表3-1・順号③） を、同
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付表「資産の譲渡等の対価の額」欄に記載された金額1,8億7305

万・1.5 6 1円（別表 3-1・順号⑤）で除して算出した割合である。

（力）納付すべき消費税額（別表3-1・順号⑳「合計」欄）

.2 2 6 6万80 0 0円

5
 

a
 

上記金額は、次のa及びbの金額の合計額（ただし、通則法11 9条
1項の規定に基づき、 l0 0円未満を切り捨てた後のもの。）である。＇

• 2 7万5215円

上記金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税等確定申告書

の付表 1 「差引税額」・「税率4％適用分」欄に記載された金額（別表 ・

税率4パーセント適用分

10 3-1・順号⑳「税率4％適用分」欄）

税率6. 2 2 3 9万28 1 5円

上記金額は、上記（イ） bの金額から上記（オ） bの金額を差し引いた金

額（別表 3-1・順号⑳ ・「税率6.

（打既に納付の確定した消費税額（別表3-1・順号⑳）

b
 

3バーセント適用分

である。

3％適用分」欄） である。

15 2260万06 0 0円

20 

・上記金額は、平成28年7月26‘日付け平成27年3月期課税期間消

費税等更正通知書の「消費税・差引税額」欄に記載された金額である。

（ク）差引納付すべき消費税額（別表3-1・順号⑫） 6万74 00円

上記金額は、上記（力）の金額から上記（キ）の金額を差し引いた金額であ

る。

（ケ）納付すべき譲渡割額（別表3-1・順号⑳） 6 1 1万1300円

9上記金額は、次のa及びbの金額の合計額（ただし、通則法 11 9条

1項の規定に基づき、 1 0 0円未満を切り捨てた後のもの。） である。．

a 税率4パーセント適用分 6万88 0'3円

25 上記金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税等確定申告書

の付表 1 「譲渡割額・納税額」・「税率4％適用分」欄に記載された金
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額（別表3-1・順号⑳只兌率4％遥用分」欄）

税率6. 3パーセント適用分

上記金額は、地方消費税額の課税標準である上記（力） bの金額に6

3分の 1.7を乗じた金額（別表3-1・順合⑳、』「税率6.',3％適用分」

5
 

．欄）

10 

である。

（コ）既に納付の確定した譲渡割額（別表3-1 ・順号⑳）~

6 0 9万31 0 0円'..

上記金額は、平成2.8年7月26日付け平成27年 3月期課税期間消

費税等更正通知書の「地方消費税・譲渡割額・納税額」欄に記載された

更正の請求金額である。

である。

6.04万25 0 6円

（サ）差引納付すべき譲渡割額（別表3-1・順号⑮）．

上記金額は、上記（ケ）の金額から上記（コ）の金額を差し引いた金額であ

1万8200円

る。

1 5 • 

イ

（シ）差引納付すべき消費税等の合計税額（別表3-1・順号⑳）

. 8万56 0 0円

上記金額は、上記（ク）の金額と上記（サ）の金額との合計額である。

平成28年3月期課税期間

（ア）課税標準額（別表3-2・順号⑨）

20 

9億449 7万10 0 0円
上記金額は、原告の平成28年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「課税標準額」欄に記載された金額である。

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表3-2．順号⑩）

5 9 5 3万31 7 3円

25 

上記金額は、原告の平成28年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「消費税額」欄に記載された金額である。

（り）差引課税仕入れに係る支払対価の額（別表3-2．順号⑮）

8億8024万1741円
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上記金額は、原告の平成28年3月期課税期間消費税等確定申告書の

付表2「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された金額

8億82 5 8万1741円（別表3-2・順号⑪欄）から市場調査費の・

うち単なる金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対価の額と認め

られない額（税込金額） 234万円（別表3-2・順号⑫）を減算した

金額である。

（エ）課税仕入れに係る消費税額（別表3-2・順号⑯）

10 

15 

5 1 3 4万74 3 5円

'上記金額は、上記（ウ）の金額に10 8分の6.3を乗じて算出した金額

である。．

（オ）控除対象仕入税額（別表3-2・順号⑲） 5 1 3 4万55 7 7円

上記金額は、平成28年3月期課税期間における課税売上高が 5億円

を超えるため、消費税法30条2項に基づき、上記（エ）の金額のうち、課

税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額である、原告の平成2

8年3月期課税期間消費税等確定申告書の付表2 「個別対応方式・⑭の

うち課税売上げにのみ要するもの」欄に記載された金額5045万39 

0 9円から、上記（ウ）の減算した金額である 2'34万円に 108分の 6.

20 

3を乗じて算出した金額 13万65 00円を減算した金額5031万7
409円に、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等

に共通して要する課税仕入れ等の税額である、同付表「個別対応方式・

⑭のうち、課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」欄に記載

された金額10・3万00 2 5円に課税売上割合99. 

5パーセント（別表 3-.2 •·順号⑥）

1 6 8円を加算した金額である。

25 

等確定申告書の付表 2

8 1 9 7 8 4 7 7 

を乗じて算出した金額 1’.02万8

なお、上記課税売上割合は、原告の平成 28年3月期課税期間消費税

「課税資産の譲渡等の対価の額」欄に記載された
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．金額9億4497万14 5 1円（別表 3-2・順号③）

産の譲渡等の対価の額」欄に記載された金額9億46 6 7万 75 0 8円

（別表3-2・順号⑤）で除して算出した割合である。

を、 同付表「資

5
 

（力）納付すべき消費税額（別表3‘-2 ・順号⑳） ． 8 1 8万 75 0 0円

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額（た

だし、通則法11 9条1項の規定に基づき、 1 0 0円未満を切り捨てた

後のもの。） である。

（¥)既に納付の確定した消費税額（別表3-2・順号⑫）

10 

8 0 ・5万10 0 0円

上記金額は、原告の平成 28年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「差引税額」欄に記載された金額である。

（ク）差引納付すべき消費税額（別表3-2．順号⑬）

上記金額は、上記（力）の金額から上記（守）の金額を差し引いた金額であ

1‘3万65 0 0円

15 （ケ）納付すべき譲渡割額（別表 3-2 ~)順号⑳）

上記金額は地方消費税額の課税標準である上記（力）の金額に 63分の

17を乗じた金額（ただし、通則法11 9条 1項の規定に基づき、io 

る。

2 2 0万9300円

0円末満を切り捨てた後のもの。）である。

（コ）既に納付の確定した譲渡割額（別表 3- 2・・順号⑮）

20 2 1 7万2400円

上記金額は、原告の平成28年 3月期課税期間消費税等確定申告書の

．「譲渡割額・納税額」欄に記載された金額である。

（t)差引納付すべき譲渡割額（別表3-2・順号⑳） ．

上記金額は、上記（ケ）の金額から上記（コ）の金額を差し引いた金額であ

3万69 0 0円

25 る。

（シ）差引納付すべき消費税等の合計税額（別表3-2・順号⑰）

71 
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1 7万3400円

上記金額は、上記（ク）の金額と上記（サ）の金額との合計額である。

ウ 平成29年3月期課税期間

（ア）課税標準額（別表 3~3 、・順号⑨） 1 4億22 4 6万100 0円

5 上記金額は、原告の平成2.9年3月期課税期間消費税等確定申告書の

'10 

15 

20 

25 

「課税標準額」｀欄に記載された金額である。

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表3-3・順号⑩）

8 9 6 1万5043円

上記金額は、原告の平成29年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「消費税額」欄に記載された金額である。

（り）差引課税仕入れに係る支払対価の額（別表3-3・順号⑮）

.1 l億7460万31 6 3円

上記金額は、原告の平成29年3月期課税期間消費税等確定申告書の

付表2「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）↓欄に記載された金額

1 1億 78 4 6万2.76 "3円（別表3-3・順号⑪）から、会費のうち

単なる金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対価の額と認められ

ない額（税込金額） 1 4 8万96 0 0円（別表 3-3・順号⑫）及び市

場調査費のうち単なる金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対価

の額と認められない額（税込金額） 23 7万0000円（別表3-3. 

順号⑬）の合計額38 5万96 0 0円を減算した金額である。

（エ）課税仕入れに係る消費税額（別表3-3．順号⑯）

I • 

6 85 1万85 18円 ー、

上記金額は、上記（り）の金額に 10 8分の6.3を乗じて算出した金額

である。

（オ）控除対象仕入税額（別表3-3．順号⑲） 6 8 4 6万8005円

上記金額は、平成29年：3月期課税期間における課税売上商が 5億円・
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を超えるためー、消費税法30条2項に基づき、上記（エ）の金額のうち、課‘

税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額である、原告の平成2

9年3月期課税期間消費税等確定申告書の付表2.「個別対応方式・⑭の

うち課税売上げにのみ要するもの」襴に記載された金額67・6 7万06 

3 5円から、上記（り）の減算した金額である385万96 0 0円に10 8 

分の6.

44万54 9 2円に、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産

の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額である、

応方式・⑭のうち、課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」

3を乗じて算出じた金額22万51 4 3円を減算した金額67 

同付表「個別対

10 欄に記載された金額 10 7万21 2, 6円に課税売上割合95..3725 

1 7 9 7 4パーセント＇（別表 3-3．順号⑥）を乗じて算出した金額1

0 2万25 1 3円を加算した金額である。

なお、上記課税売上割合は、原告の平成29年3月期課税期間消費税

15 

等確定申告書の付表2 「課税資産の譲渡等の対価の額」欄に記載された

金額 14億 224 6万19 7 1円（別表 3-3.・順号③）を＇、同付表「資

産の譲渡等の対価の額」欄に記載された金額14億914 7万 99 3 7. 

20 

（別表3-3・順号⑤）で除して算出した割合である。

（力）納付すべき消費税額（別表3-3・順号⑪） 21 1 4万70 0 0円

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額（た

だし、 ・通則法11 9条1項の規定に基づき、

円

i O 0円未満を切り捨てた

後のもの。）である。

（キ）既に納付の確定した消費税額（別表3-3・順号⑫）

25 

2 0 9 2万18 0 0.円

上記金額は、原告の平成29年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「差引税額」欄に記載された金額である。

（ク）差引納付すべき消費税額（別表3-3・順号⑬） 2 2万5200円
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上記金額は、上記（力）の金額から上記（キ）の金額を差し引いた金額であ

る。

（ケ）納付すべき譲渡割額（別表3-3・順号⑳） 5 7 0万63 0 0円

上記金額は、地方消費税額の課税標準である上記（力）の金額に63分の

1 7を乗じた金額（ただし、通則法 11 9条1項の規定に基づき、 1 0 

0円未満を切り捨てた後のもの。）である。

（コ）既に納付の確定した譲渡割額（別表 3-3・順号⑮）

5 6 4万55 0 0円

上記金額は、原告の平成29年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「譲渡割額・納税額」欄に記載された金額である。

（サ）差引納付すべき譲渡割額（別表3-3・順号⑳） 6万080 0円．

上記金額は、上記（ケ）の金額から上記（コ）の金額を差し引いた金額であ

る。

（シ）差引納付すべき消費税等の合計税額（別表3-3．順号⑳）

28万60 0 0円

上記金額は、上記（ク）の金額と上記（ナ）の金額との合計額である。

平成30年 3月期課税期間

（ア）課税標準額（別表3-4・順号⑨） 1 8億34.1 8万10 0 0円

上記金額は、．原告の平成30年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「課税標準額」欄に記載された金額である。．

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表3-4．順号⑩）

1億15 5 5万3403円

上記金額は、’原告の平成3・o年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「消費税額」欄に記載された金額である。．

（ウ）差引課税仕入れに係る支払対価の額（別表3-4.、順号⑮）‘

1 4億22 1 1万42 0 5.円
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上記金額は、原告の平成30年3月期課税期間消費税等確定申告書の

付表2 「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された金額

1 4億4341万27.Q 5円（別表3--:-4•順号⑪）から、会費のうち

単なる金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対価の額と認められ

ない額（税込金額） 18.56万8500円偲IJ表3-4・順号⑫）及び

市場調査費のうち単なる金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対

価の額と認められない額（税込金額）2 7 3万円（別表3-4・順号⑬）

の合計額21 2 9万85 0 0円を減算した金額である。

（エ）課税仕入れに係る消費税額（別表3-4・順号⑯）

10. 8 2 9 5万6662円

／上記金額は、上記（り）の金額に 10 8分の6.3を乗じて算出した金額

．である。

（オ）控除対象仕入税額（別表3-4．順号⑲） 8 2 9 5万4840円

15 

20 

25 

上記金額は、平成 30年 3月期課税期間における課税売上高が 5億円

を超えるため、消費税法30条2項に基づき、上記（エ）の金額のうち、課

税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額である、原告の平成3

「個別対応方式・⑭の0年3月期課税期間消費税等確定申告書の付表2

うち課税売上げにのみ要するもの」欄に記載された金額82 7 6万39 

3 1円から、上記（ウ）の減算した金額である 21 2 9万85.o 0円に 10 

3を乗じて算出した金額12 4万24'1 3円を減算した金額

8 1 5 2万15 1 8円に、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の

資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額である、

別対応方式・⑭のうち、．課税売上げと非課税売上げに共通して要するも

の」欄に記載された金額14 3万49 3 1円に課税売上割合99. 

8分の 6.

（別表 3-4• ・順号⑥）

額i:4 3一万33,2 2円を加算した金額である。

7 8 9 5 6 2 3パーセント

同付表「個

8 8 

を乗じて算出きた金

＼． 
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なお、上記課税売上割合は、原告の平成30年 3月期課税期間消費税

等確定申告書の付表 2 「課税資産の譲渡等の対価の額」欄に記載された

金額 17億96 2 2万61 0 2円（別表 3-4・順号③）を、・同付表「資

産の譲渡等の対価の額」欄に記載された金額17億982 4万20 1 0 

（別表 3-4．順号⑤）で除して算出した割合である。

（力）返還等対価に係る税額（別表3-4．順号⑳）

円

2 3 9万11 9 7円

10 

上記金額は、原告の平成30年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「返還等対価に係る税額」欄に記載された金額である。

（キ）納付すべき消費税額（別表3-4．順号⑪） 3 0. 2 0万73 0 0円

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（オ）及び（力）の金額を差し引いた

金額（ただし、通則法119条 1項の規定に基づき、

り捨てた後のもの。）である。

（ク）既に納付の確定した消費税額（別表3-4・順号⑫）

15 . 

2 8 9 6万49 0 0円

上記金額は、原告の平成3O年3月期課税期間消費税等確定申告書の．

「差引税額」欄に記載された金額である。

（ケ）差引納付すべき消費税額（別表3-4．順号⑳）

る。

20 

1 0 0円未満を切

1 2 4万2400円

上記金額は、上記（力）の金額から上記（キ）の金額を差し引いた金額であ

（コ）納付すべき譲渡割額（別表 3-4• 順号⑳）

上記金額は、地方消費税額の課税標準である上記（力）の金額に 63分の

1 7を乗じた金額（ただし、通則法11 9条1項の規定に基づき、

815万11 0 Q円

1.0 

0円未満を切り捨てた後のもの。） である。

•5 

（t)既に納付の確定した譲渡割額（別表 3-4・順号⑮）

25 7 8 1万59 0 0円

上記金額は、原告の平成30年3月期課税期間消費税等確定申告書の
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「譲渡割額・納税額」欄に記載された金額である。

（シ）差引納付すべき譲渡割額（別表3-4・順号⑳）． 3 ・3万 52 0 0円

上記金額は．、 ・の金額から上記（ナ）の金額を差し引いた金額であ

る。・

5 （ス）差引納付すべき消費税等の合計税額（別表3-4．順号⑰）

.-1 5 7万760 0円

上記金額は、上記（ケ）の金額と上記（シ）の金額との合計額である。‘

(4)小括

以上のとおり、原告の本件各事業年度の法人税に係る所得金額、納付すべ

10 き法人税額、本件課税事業年度の地方法人税に係る納付すべき地方法人税額

及び本件各課税期間の消費税等に係る課税標準額、消費税額、消費税に係る

控除対象仕入税額、納付すべき税額、納付すべき地方消費税額（譲渡割額）

は、それぞれ上記（1）ないし(3)のとおりであるところ、本件各事業年度の法

人税の各更正処分における所得金額、納付すべき税額、本件課税事業年度の

15 ＼ 地方法人税の更正処分における納付すべき税額並びに本件各課税期間の消費

税等の更正処分における消費税額、仕入税額控除の額、納付すべき消費税額

及び納付すべき地方消費税額（別表 1-1ないし 1-3の・「更正処分等」欄

（別表 1-3については「更正処分等（質問検査）」欄））と同額であるから、

本件各更正処分はいずれも適法である。

20 2 本件各賦課決定処分の適法性

上記1のとおり、本件各更正処分は適法であるところ、原告は、納付すべき

法人税額、地方法人税額、・消費税額及び地方消費税額を過少に申告し、更に前

記第2の5(3)（被告の主張）のとおり、課税標準等又は税額等の計算の基礎と

なるべき事実を仮装し、その仮装したところに基づいて納税申告書を提出して

25 いたと認められる。

したがって、本件各更正処分により新たに納付すべき法人税額、地方法人税

7 7. 
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額、消費税額及び地方消費税額については、通則法65条及び68条の規定に

基づき、以下のとおり、過少申告加算税及び重加算税が賦課される。

(1)法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠

平成30年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴って原告に課されるべ

5 き過少申告加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すべき法人税額1

3 2万円（ただし、通則法 1・1 8条3項の規定に基づき、、1万円未満を切り

捨てた後のもの。後記（2）において同じ。）に 10 0分の1・0の割合を乗じて

算出した 13万2000円である。

(2)法人税に係る重加算税賦課決定処分の根拠

10 • 平成30年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴って原告に課されるべ

き重加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すべき法人税額651万

円に l・O0分の35の割合を乗じて算出した227万 85 0 0円である。

(3)地方法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠 、

平成30年3月期課税事業年度（本件課税事業年度） ．の地方法人税の更正

15 処分に伴って原告に課されるべき過少申告加算税の額は、当該更正処分によ

り新たに納付すべき地方法人税額5万円に1-0.0分の 10の割合を乗じて算 ・

出した50 0 O円である。

(4)地方法人税に係る重加算税賦課決定処分の根拠

平成30年3月期課税事業年度（本件課税事業年度）の地方法人税の更正

20 処分に伴って原告i•こ課されるべき重加算税の額は、当該更正処分により新た

に納付すべき地方法人税額28万円（ただし、通則法 11 8条3項の規定に

基づき、 1万円未満を切り捨てた後のもの。）に1o・o分の 35の割合を乗じ

て算出した 9方8000円である。

(5)消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根拠

25 ア 平成 27年3月期課税期間の消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根

拠
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平成27年3月期課税期間の消費税等の更正処分に伴って原告に課され・

るべき重加算税の額は：当該更正処分により新たに納付すべき消費税等の

合計税額8万円（ただし、通則法 11 8条3項の規定に基づき、 1万円未

満を切り捨てた後のもの。後記イないしエにおいて同じ。）に 10 0分の3

5
 

5の割合を乗じて算出した 2万800 0円である。

イ 平成28年3月期課税期間の消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根

拠

10 

平成28年 3月期課税期間の消費税等の更正処分に伴っ・て原告に課され

るべき重加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すべき消費税等の

合計税額17万円に 10 0分の 35の割合を乗じて算出した 5万95 0 0 
円である。

ウ

‘拠

平成 29年3月期課税期間の消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根

15 

20 

こ‘’

平成29年3月期課税期間の消費税等の更正処分に伴つて原告に課され

るべき重加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すべき消費税等の

合計税額28万円に 10 0分の 35の割合を乗じて算出した9万80 0 0 

円である。

工 平成30年3月期課税期間の消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根

拠→

平成30年3月期課税期間の消費税等の更正処分に伴って原告に課され

るべき重加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すべき消費税等の

合計税額157万円に 1・00分の 35の割合を乗じて算出した 54万95 

00円である。

(6) 小括

25 . 以上のとおり、本件各更正処分に伴って原告に賦課されるべき過少申告加

算税及び重加算税の金額は、、本件各賦課決定処分により原告に賦課された過
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少申告加算税及び重加算税の額（別表 1-1ないし 1-3

（別表 1-3については「更正処分等（質問検査）」欄））

「更正処分等」欄

と同額である。

したがって、本件各賦課決定処分は適法である。

以上

5
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別表2-1

本件各事業年度の法人税の納付すべき税額等
【単位：円l

／ 

区 分 順号 平成27年3月期 平成28年 3月期 平成29年3月期 平成30年3月期

申 告 所 得 金 額 ① 

゜
△ 87,125,460 

゜
18,576,589 

寄附金の損金不算入額 ―② 466,726 2,.331, 250 4,371;682 26, 772, 184 

協同組合費のうち損金の額に算入 ③ 1, 561, 112 
さ れ な vヽ 金 額

加
雑収入の益金算入額 ④ ―‘ 60 

算
i 

繰越欠損金の損金算入額の過大額 ⑤ -・ • 6,624,658 

計 （②十③十④十⑤）• ⑥ 466,726 2,331,250 4,371,682 34,,958, 014 

寄附金の損金算入額 ⑦ 
‘; 

85,553 .1 7 3, 3 2 8 .285,887 1,452, 772 

'' 

・減 雑損失の損金算入額 ⑧ 47 72 113 

゜
算 繰越欠損金の損金算入額の増加額 ⑨ 381, 126 4,085,682 

計 （⑦  ＋ ⑧ ＋⑨）  ⑩ 466, 726 173,400 4,371,682 1,452, 772 

所得金額 （①ャ⑥一⑩） ⑪ 

゜
△ 84,967,610 

゜
52,081,831 

課 、税・ 所 得 金 額
⑫ 

゜ ゜ ゜
52,081,800 

（百円未満の端数切捨て）

所得金額に対する法人税額 ⑬ 

゜ ゜ ゜
11,514,954 

控 除 ・所 得 税 額 等 ⑭ 71, 121 1,866. 1,490 1,071 

納付すべき法人税額（⑬―⑭)
⑮ △71, 121 △ l,866 △ 1,490 'll, 513,800 

、（百円未満の端数切捨て）

既に納付の確定した法人税額 ⑯ ．． I △ 71, 121 △ 1,866 △ 1,490 3,673,700 
•’ 

差引納付すべき法人税・額
⑰ 

゜ ゜ ゜
7,840,100 

（ ⑮ ⑯ ） 

翌期へ繰り越す欠損金額 ⑱ 108,104,729 193,072,339 182, 114, 564 

゜（注1) 「所得金額」欄の△印は、．欠損金額を示す。
（注2) 「納付すべき法人税額」及び「既に納付の確定した法人税額」欄の△印は、
還付金の額に相当するそれぞれの税額を示す。 、
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平成30年3月期課税事業年度の地方法人税の納付すぺき税額等

［単位：円）

区 分 順号 平成30年9月課税事業年度

法 人 税 額 ① 11,514,954 
．． 

課 税 標 ． 準 法 人 税 額
② 11,514,000 

（ 千 円 未 満 の 端 数 切 捨 て ） 

地 方 法 人 税 額 ③ 506,616 

控 除 税 額 ④ 

゜納付すべき地方法人税額（③—④)
⑤ . 506,600 （ 百 円 未 満 の 端 数 切 捨ス~ ） 

既 に 納 付 の
人確
定 し た

⑥ 161,600 
地 方 '.. 法 税 額

．． 
差・引 納 付 す ベ き 地 方

⑦ 法 人 ＇ 税 額 （ ⑤ ⑥ ） 
345,000 

l_ 
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平成27年3月期課税期間の消費税等の合計税額

、・ •ロ・

,. 9 

,. 、..,

区分
i 

項目・順号・ 税率4％適用分 税率6.3％適用分 合計
一 -. 

課税売上額 ① 'i, 069, 117 1,868; 647, 177 1, 869, 716, 294 

‘ 

非資課産税の価資額産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した ② ＼ ＼ ゜i 

＼ ＼ 課税資産の譲渡等の対価の額｀（①十②） ③ 1, 869, 716, 294 

非課税売上額
｀ ④ 

• ¥ ＼ 3,335,267 

資産の該渡等の対価の額・（③＋④） ⑤ ＼ ＼ 1,873,051, 56i 

課税売上割合（③／⑤） • 9 ⑥ ＼ ＼ 99. 821934052% 

返還等対価に係る税額 ⑦ 

゜ ゜ ゜
売上げに,3％%適係適用用る分分対JJ欄価欄ににのつつい返いて還て⑦⑦等XXlの0I000/金/4)6額.3) ・ ⑧ 

゜
・o 

゜
（「税寧4
． （・『税寧6.

課税標準額（g 十⑧）
⑨ 

・. 

（千円未満切て）
1,069,000 1,868,647,000 1, 869, 716, 000 

課（『税税率標4準％遮額用I こ対する消費税額 ＇ 
分J櫛について⑨X4/100) ＼ ⑩ 42,760 117, 724, 761 117, 767, 521 

（『税率6.3％適用分」欄について⑨X6.3/1切）

嗜芸入れに係＄ 支払対価め額
ヽ

申告額・ 込金額）
⑪ △.6, 100,,997 1,6~4,452,203 1,608,351,206 

本件組合に対する数量賦課金、数量調整金及
21,120, i70 加算

び特別賦課金の合計額
⑫ 

゜
'21,120,170 

減算
市の場額調と査費のうち課税仕入れに係る支払対価 ⑬ 

゜
• 1,155,000 ・1, 155,000 

認められない額（税込金額） ． 

差引課税仕入れに係る支払対価の額（⑪＋⑫一⑬） ⑭ △ 6; 100,997 1, 634, 417,-373 • l,628,316,37p 

課
(（ r「税税税率亭仕64.入％3％適れ適用用に分分係」J椙る欄1：：に消・つつい費いて税て⑭⑭額XX4/6. l 05) ⑮ △ 232,418 95,341',013 95,108;595 

3/108) 

⑮のうち、課税売上げにのみ要するもの ⑯ △ 253, 1.59 94,280,125 94,026,966 

⑮のうち、課税売上げと非課税売上げに共通して要
⑰ 20,741 1,053, 698 i,.074, 439 するもの

個別対応方式x③に／よ⑤り控） 除する課税仕入れ等の税額 ⑱ △ 232,455 95,331,946 95,099,491 （⑯+（⑰） . 

返還等対価に係る税額 ⑲ 

゜
・o 

゜．． 

納開べき消費税額（⑩—⑱―⑲) ' 
（ 計」欄について百円未満切捨て） ⑳ 275,215 22,392,815 22; 668, ・ooo 

既に納付の確定した消費税額 ⑪ ＼ ＼ 22,600,600 

差引納付すべき消費税額．（⑳―⑪) ⑫ ＼ ¥‘  67,400 

納
（（「「付税税率率す64.べ3％％適き適用用譲分分渡」」欄割襴にに額つつしヽてヽて⑳⑳Xx2 6/100) ⑬ 68,803 6; 042, 506 6,111,300 
（税~ 17/63) 
(「合計」欄について百円末漠切捨て）

既に納付の確定した譲渡割額 ⑳ ＼ ＼ 6,093,100 

差引納付すべき譲渡割額（⑬—⑳) ⑮ ＼ ＼ 18,200 
． 

差引納付すべき消費税等の合計税額
⑳ ＼ ＼ 85,600 （＠十⑮）

［単位：円）
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平成28年3月期課税期間の消費税等の合計税額
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区分
税率6.3％適用分

項目・順号 ----課税売上額 ① ' 9ヽ44,971,451 

非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した
② ‘” 

゜資産の価額 ・

・課税資産tJ）譲渡等の対価の額（①＋②） ③ • 944,971,451 

非課税売上額 ． ④ 1,706,057 

資産の譲渡等の対価の額（③＋④） ⑤ 946,677,508 

課税売上割合（③／⑤） ⑥ Q9.819784775% 

返還等対価に係る税額 ⑦ 

゜売上げに係る対価の返還等の金額
⑧ 

゜（⑦Xl00/6. 3) 

課税標準額（③＋⑧）
⑨ 944,971,000 

（千円未満切捨て）

課税標準額に対する消費税額
⑩ 59,533,173 

（⑨X6. 3/100) 

課税仕入れに係る支払対価の額
⑪ '• 882,581,741 

（確定申告額・税込金額） ’‘ 

市場調査費のうち課税仕入れに係る支払対価
⑫ , 2,340,000 

の額と認められない額（税込金額）

減算 ⑬ 

計（⑫＋⑬） ⑭ 2,340,0QO 

差引課税仕入れに係る支払対価の額（⑪一⑭） ⑮ 880,241,741 

課税仕入れに係る消費税額 ⑯ 51.,347,435 (@X6. 3/108) 

・.・ 

⑯のうち、課税売上げにのみ要するもの ⑰ 50,317,409 
~ ~ 

⑯のうち、課税売上げと非課税売上げに共通し．て要
⑱ 1,030,025. 

するもの

個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額
⑲ 51,345,577 

（⑰ギ（⑱x③／⑤））

返還等対価に係る税額 ⑳ 

゜納付すべき消費税額（⑩ー⑲ー⑳）
⑪ 8,187,500 （百円未満切捨て）

.. 

既に納付の確定した消費税額 ⑫ 8,051,000 

差引納付すべき消費税額（＠一⑫） ⑬ 136,500 

納付すべき譲渡割額（⑳Xl7/63)
⑭ 2,209,300 

（百円末満切捨て）

既に納付の確定した譲渡割額 ⑮  ̀ 2,172,400 

差引納付すべき譲渡割額（⑳一⑮） ⑯ 36,900 
. ・ 

差引納付⑳す)べ. き消費税等の合計税額． ⑰ 173/400 （⑳＋ 

【単位：円】

ー
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平成29年3月期課税期間の消費税等の合計税額
ぐ↑ ぐ

c c o 

［単位：円】

区分
税率6.3％適用分

項目・順号 一課税売上額 ① 1, 422, 461, 971 

非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した
② 

゜’資産の価額

課税資産の譲渡等の対価の額（①＋②） ③ 1,422,461, 971 

非課税売上額 ④ 69,017,966 

資産の譲渡等の対価の額（③＋④） ⑤ l,491;:479,937 

課税売上割合（③／⑤）
． 

⑥ ・95'.372517974% 

返還等対価に係る税額 ⑦ 

゜売（⑦上Xげl に係る対価の返還等の金額
，， 

⑧ 

゜00/6. 3).  ＼ 

課税標： 額（累阿） 
（千円滴切

⑨ 1,422,461, 000 

課（⑨税X6標,3/準100額)に対する消費税額＇ ⑩ 89,615,043 

課税仕入れに係る支払対価の額
⑪ 1, 178, 462, 763 

（確定申告額・税込金額）

畠費のうち課税仕入れに係る支払対価の額とめられない額（税込金額）
⑫ 1,489,600 

減算 市場調査費のうち課税額仕（税入込れ金に額係） る支払対価＇ の額と認められない ・. 
⑬ 2,370,000 

計（⑫十⑬） ⑭ 3,859,600 

＇ 
差引課税仕入れに係る支払対価の額（⑪一⑭） ⑮ -1,174,603, 163 

課（⑮税X6仕.3/入108れ)に係る消費税額 ⑯ 68,518,518 

⑯のうち、．課税売上げにのみ要するもの ⑰ 67,445,492 

⑯のうち、課税売上げと非課税売上げに共通して要
⑱ 1,072,126 

するもの

個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額
⑲ 68,468,005 

（⑰+（⑱X③／⑤）） 

返還等対価に係る税額 ⑳ 

゜
納（百付円す未べ満き切消捨費て税）額（⑩-⑲..,..．⑳） ⑪ 21,147,000 

I 

・： ヽ•

既に納付の確定した消費税額 ⑫ 20,921,80.0 

゜ 差引納付すべき消費税額（⑪―⑫). ⑳ 225,200 

納付すべき譲渡割額（⑪X17/63)
（百円未満切捨て） ． ． 

:R . !i,706,300 

既に納付の確定した譲渡割額 ⑮ • 5,645,500 

差引納付すべき譲渡割額（⑳一⑮） ⑯ 60,800 

腎納付すべき消費税等の合計税額十⑳） ⑰ 286,―000 
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平成30年3月期課税期間の消費税等の合計税額 9‘"  

^ n o 

【単位：円】

区分
税率6.3％適用分項目・順号

課税売上額 ① 1, 796, 226, 102 

非課税資産の輸出等の金額、・海外支店等へ移送した
② 

゜資産の価額

課税資産の譲渡等の対価の額（①＋②） ③ 1,796,226,102 

非課税売上額 ④ 2, 015"-908 

資産の譲渡等の対価の額（③＋④） ⑤ 1, 798,242,010 

〉課税売上割合（③／⑤） ⑥ 99.887895623% 

返還等対価に係る税額 ⑦ 2,391, 197 

売上げに係・る対価の返還等の金額
⑧、 37,955,508 （⑦X 100/6. 3) 

課税標準額（③＋⑧）
⑨ 1, 834, 181, 000 （千円未滴切捨て）

課税標準額に対する消費税額
⑩ 115,553,403 (@X6, 3/100) 

課税仕入れ告額に係・税る支払対価の額
（確定申 込金額） ・⑪ 1,443,412,705 

会費のうち課税仕入れに係る’支払対価の額と
認められない額（税込金額）

⑫ 18,56S,500 

減算 市場調査費ごうち課税仕（税入込れ金に額係） る支払対価の額と認めれない額 ⑬ 2,730,000 

計（⑫＋⑬） ⑭ 
．、
21,298,500 

．． 

差引課税仕入れに係る支払対価の額（⑪一⑭） ⑮ 1; 422, 1 i 4, 205 

課税仕入れに係る消費税額 ⑯ ~2,956,662 （⑮x 6. 3/108) 

⑯のうち、課税売上げにのみ要するもの ⑰ 81, 521, 518 

⑯の£ ち、課税売上げと非課税売上げに共通して要
するの ⑱ 1, 434, 931 

個別対応方式によぶ『除する課税仕入れ等の税額
（⑰+（⑱X③/).  

⑲ 82,954,840 

返還等対価に係る税額 ⑳ 2,391,197 

納・（百付円す未べ満き切消捨費て税）額（⑩一⑲一⑳） ⑪ 30,207,300 

既に納付の確定した消費税額 ⑫ • 28, ~64, 900 

差引納付すべき消費税額（＠一⑫） ⑬ 1,242,400 

納付すべき霜割額（⑪X17/63) 
（百円未満 て） ⑳ 8, 151,JOO 

既に納付の確定した譲渡割額 ⑮ 7,815,900 

差引納付すべき譲渡割額（⑳—⑮) ⑯ 335,'200 

差引納十⑮付す）・ べき消費税等の合計税額
（⑬ ⑰ 1,577,600 
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原告の寄附金の損金不算入額（平成27年3月期）

r, n r, 

0 ^「 6 「

n n n.c c o o 
,. o c 
" ' ('> 

r, '> ，， 
o r~ " 
r.・ " " ・, 

r 別表4-1

項 目 順号 金 額

確 定 申 告 の 指 定 寄 附 金 の 額 ① • 

゜.、
確定申告のその他の寄附金の額 ② 

゜寄附金の額と認定した本件調査費の額 ③ 1,155,000 

加 喜 額
④ 1,155,000 

（ ） 
．そ の 他 の 寄． 附 金 の ．額

⑤ 1,155,000 
（ ② ’’ ＋ ④ ） 
奇 附 金 しの 額 の 合 計 額

⑥ 1,155,000 
（ ① ＋ R ), 

確
表疋 四

申 告 額
⑦ 107,654,537 (・ .別 の． 2 5 ① 欄 ）、

本 件 調 査 費 の 額 ⑧ 1,069,447 . 
加 算・ 額

⑨ 1,069,447 
（ ,. • ⑧ ） 

寄附金の額と認定した本件調査費の額 ⑩ .. 1,155,000 

雑損 失 （消．費税．等 差額）， • ⑪ 
．、
47 

減 算 門 ⑫ 1,155,047 
（ ⑩ ＋・ ⑪ 

所 得 金 ． 額 仮． 計
⑬ 107,568,937 （ ⑦ ＋ ⑨ ⑫ ）． 

寄附金支出前の所得金額（マイナスの場合は0)
⑭ 108,723,937 （⑥  +．；  ⑬）  

同 上 の 2 ヽ 5 ・・/ 1 

゜
〇相 当 額，

⑮ ' 2,718,098 
（ ⑭ X 2 5 ／ 1 

゜゚
） 

期末資本金等の額（マイナスの場合は0) ⑯ 14,000,000 

同 上 ・'の-. • 月＇ 数 換 ，＇ ，異 額
⑰ 14,poo,ooo 

（ ⑯ X. 1 2 ／ 
.1 , 
2 ） 

同 上 の 2 5 / ・・1 0 0. 0 相 当 額
⑱ 35,000 

（ ⑰ X 2 5 ／ 1・

゜゚ ゜
） 

般 寄 附金の預金算入 限度額
⑲ （ （ ⑮ ＋ ⑱ ） ／ 4 ） 688,274 

寄 附 金 ¢の 損．金 不 募 入 額
⑳ 466,726 

（ (• ①. ~ ⑲ ） 

（単位：円）

I 
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. " 別表4-2

原告の寄附金の損金不算入額（平成28年3月期）
（単位：円）

項 目 順号 ，金 ． ．額

確 定 申 告 の 指 定 寄 附 金 の 額 ① 

゜確定申告のその他の寄附金の額 ② 

゜寄附金の額と認定した本件調査費の額 ③ • 2,340,000 

加 算 額
④ 2,340,000 

（ ③ ） 
そ・ の 他 の 寄：附 金 の 門 ⑤ 2,340,000 -(・ ② • ＋ ④ 
寄 附 金 ．の 額＇ の メロ 計 額

•. 

（ ①. ＋ ⑤ ). ⑥・ 2,340,000 

確 定 申 告 額
⑦ △87,127,326 

（ 別 表 四 の 2 5 ① 欄 ） 

本 件 調 査
ヽ
費 の 額 ⑧ 2,166,672 

力0‘
忍 、額

⑨ 2,166;672 
（ ） 

寄附金の額と認定した本件調査費の額 ⑩ 2,340,000 

雑損失（消費税等差額） ⑪ 72 

減 算. . 額
⑫ 2,340,072 

（ ⑩ ＋ ⑪ ） 
所 得 ・金 ⑨ ．額 _ 仮 計 ` ・̀ 

（ .・⑦ ＋ ⑫ ） 
⑬ • △87,300,726 

寄附金支彗 の所得金額（マイナスの場 合 は0)
(+’ ⑬ ・． ） ⑭ ゜同上 の 2 ・5 / 1 

゜
〇相 当 額＇

⑮ 
．． 

゜（ ⑭ X 2 5 /,1• 

゜゚
） 

期末資本金等の額（マイナスの場合は0) ⑯ • 14,000,000 

同 、上 ．の 月 数 換 算 門` ⑰ 14,000,000 
（ 、⑯ X 1 2 ／ 1 2 
同 上の 2 5 / 1 0 0 O,相 当 額

⑱ 35,000 （ ⑰ x 2 5 ー／ 1 

゜゚ ゜
） 

一般 寄雷 金の 鷹金 算 入限 度 額
((+)・ / 4)  ⑲ 8,750 

寄 附 金 の 損 '金 不 算 入 額
⑳ 2,331;250 

（ ⑥ ① ⑲ ） 
（注） △印はマイナスを示す。

-r 
ペ
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原告の寄附金の損金不算入額．（平成29年3月期）

．項 目 順号
＇ 

確 定，申 告 の 指 定 寄 附，金 の 額 ① 

確定申告のその他の寄附金の額 ② 

寄附金の額と認定した本件調査費の額 ③ 

寄附金の額と認定じた本件会費の額 ④ 

加 巽 額
⑤ . ( ③ ＋ ④ ） 

そ の -•喜
の • 寄 附 金 の 門 ⑥ （ ＋ ⑤ • 

寄 ・附 金 の 額 の メ口 計 額
⑦ （ ① ・十 ⑥ ） 

確
表^・定．， 四． 甲 告 門 ⑧ （ 別 の 2 5 .① 欄

本 ．件 調 査 費 の 額 ⑨ 

本 件 会 費 の・ ．額 ⑩ 

加 募・ 額
⑪ （ ⑨ ＋ ⑩ ） 

寄附金の額と認定した本件調査費の額 ⑫ 

寄附金の額と認定した本件会費の額 ⑬ 

雑損失 （ 消費税等差額） ⑭ 
•一

減 g 額
⑮ （ ‘⑫ ＋ ＋ ⑭ ．） 

所 得 金 額·-.— ・仮．． ⑮ ．． 計 ⑯ 
（ ⑧ ＋ ．⑪ ） 
寄附金文出前の所得金額（マイナスの場合は 0)・

⑰ （ ⑦ ＋ ⑯ ） 
同．上 の 2 . • 5 ／ 1 .. O 

゜
相 当 額

⑱ （ ⑰ X 2 5 ／ 1 

゜゚
) ̀  

期末資本金等の額（マイナスの場合は0) ．⑲ 

同 上 の 月 ，数 換 哀 額
⑳ 

（ ⑲ X 1 2 ／ 1 2 ） 
同 上 の 2 5 ／ 1 

゜゚゜
相 当 門 ⑳ （ ⑳ X 2 5 ／ 1 

゜
0 -0 

一般寄 附 金の 闊金算入限度 額 ⑫ 
（ (' ⑱ +)  / 4・ ） 

•̀  

寄 附 金 の 損 金 '不 算．＠．入 門 ⑳ （ ⑦ ① 

î 
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（単位：円）

金 ．額

1,000 

‘ 10,000 

2,370,000 

2,069,400 

, . 4,439,400 

・ 4,449,400 

， 4,450;400 

6,870,60? 

2,194,452 

1,959,061 

4,153,513 

'.、 2,370,000

ヽ 2,069,400 

1 13 

4,439,513. 

6~584,603 

11,035,003 

275,875 

14,000,000 

14,000,000 

35,000 

77,718 

4,371,682 
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＾ 別表4-4

原告の寄附金の損金不算入額（平成30年3月期）
（単位：円）

、ダ

＼
 

., 

.., 

項 目 順号．金 、額
.. 

確 定 申 告 の 指 定 寄 附 金・ の 額 ① 5,000 

確定申告のその他の寄附金の額 ② 

゜寄附金の額と認定した本件調査費の額 ③ 2,730,000 

寄附金の額と認定した本件会費の額 ④ 18,p07,000 

寄附金の額と認定した本件専従期間給与等の額 ⑤ 7,016,947 

加 ； 門 ⑥ 28,253,947 （ ③ ’十 ＋ ⑤ 
そ ・の 他• の 奇 附 金 の 額

⑦ 28,253,947 
（ ② ・十 ⑥ ） 
寄 附 金 の 額 の 合 ・ 計 額

⑧ .28,258,947 （ ① ＋ ⑦ ） 
確

表定 四
申 告 額

⑨ 207,314,740 
（ 別 の 2 5 ① 欄 ） ••· 

本 件 調 査 費 、 の 額 ⑩ ， 2,527,779 
、•‘

本 ． 件 会 費 の 額 ⑪ 18,817,561 ．． 

本 件専従期間 ・給与等の額 ⑫ 7,016,947 
’ 

末 払 寄 ． 附 、、 金 の• 額 ⑬ 1,686,000 

雑収 入（ 消 費 --~ · 等 差額） ⑭ ヽ‘・ 60 

加 算
＋ ． ⑬ ・十 ．⑭ 額） ⑮ 30,048,347 （ ⑩ ＋ ⑪ ＋ ⑫ 

寄附金の額と認定した本件調査費の額 ⑯ 2,730,000 

寄附金の額と認定した本件会費の額 ⑰ 20,193,000 

寄附金の額と認定した本件専従期間給与等の額 、⑱ 7,016,947 
...  

減 算 額
⑲ 29,939-,947 ．（ ⑯ ＋ ⑰ ＋ • •• ⑱ ） 

所 ＇ 得 金 額＇ ・ 仮 計
⑳ 207,423,140 

（： ．⑨ ＋ ’⑮ ー ⑲ ） i 

戸附金 支 出前 の所得金額 （マイナスの場合は 0｝ ⑪ 235,682,087 ⑧ 、 十 ⑳
同 上 の 2 5 ／ 1 

゜゚
相 当 額

⑫ 5,892,052 
（ ⑳ X 2 5 ／ 1 

゜゚
） 

期末資本金等の額（マイナスの場合は0) ⑬ 14,000,000 

同 上・ の 月 ・ 数 換 葬 ' . 額
⑳ 14,000,000 

（ ⑳ X 1 2 ／ 1 2 ） 
同 上 の 2 5 / 1 

゜゚
〇 相 当 額

⑮ 35,000 
（ ⑳ X 2， . 5 ／ 1 

゜゚ ゜
） 

一
般 寄 附` 金 の ．損 金 算 入 限／度 額

⑳ 
（ （ ⑫ . ＋ ⑮ ） ／ 4 ） 1,481,763 

寄 ・ 附 金 の 損 金 不 算 入 額
⑰ 26,772,184 

（ ⑧ ① ； ⑳ ） 
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別表5

寄附金の損金算入額
、． （単位：四

、一｀
 

` 

＇ ・

項 目 順号 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期 平成30年3月期

本件調査費の計上額 ① 1,069,447 2,166,672 2,194,452 2,527,779 

・, 

本件：調査費に係る
② 85,553 173,328 175,548 202,221 

仮払消費税等の計上額

本イ牛会費の計上額 ③ ←-- 1,959,061 17,256,449 

本件会費に係る
④ 110,339 1,.250,551 

仮払消費税等の計上額
I 

仮払消費税等の計上額の
⑤ 85,553 173,328 285,887 1,452,772 

合計額（②十④） ． ： 

9 .. 

J̀ 
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雑収入の益金算入額及び雑損失の損金算入額

別表6

（単位：円）

r: 

J 

項 目 順号 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期 平成30年3月期

未払消費税等の増加額 ① 85,553 173,328 285,887 1,577,660 

本件消費税等更正処分に
② , 85,600 173,400 286,000 1,577,600 

よる消費税等の納付税額

差引 （①・一②） ③ 
I 

’△47 △72 △113 60 

（注1) 平成30年3月期の順号①欄の金額（1,577,660円）は、別表5の平成30年3月期の順号⑤欄の金額(1,452,772円）に、平成30
年3月期において未払金に計上した本件会費1,561,112円に係る仮払消費税等の金額124,888円を加算した金額である。

（注2) 順号③欄の△印はマイナス（負の数）を示す。また、同欄の金額が、正の数の場合は「雑収入の益金算入額」・、負の薮の場合
は「雑損失の損金算入額Jである。 • 

Iシ

＾ 
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